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本
稿
で
は
、
琉
球
国
の
対
清
貿
易
の
形
態
お
い
て
、
旧
来
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
分
析
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
冠
船
貿
易
の
内
実

を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
冠
船
は
封
舟
と
も
呼
ば
れ
、
Ⅱ
封
使
一
行
の
乗
る
船
の
こ
と
で
あ
る
。
冊
封
便
一
行
は
淵
代
で
は
通
常
二

艘
（
頭
号
船
・
二
号
船
）
に
分
乗
し
て
福
州
か
ら
琉
球
国
に
赴
い
た
が
、
そ
の
際
、
貿
易
品
を
冠
船
に
満
紋
し
て
い
た
。
那
覇
で
展
開

さ
れ
た
冊
封
使
一
行
と
琉
球
（
首
里
王
府
）
の
貿
易
形
態
を
冠
船
貿
易
、
あ
る
い
は
評
価
（
ハ
ソ
ガ
ー
）
貿
易
と
呼
ぶ
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

こ
の
冠
船
貿
易
に
関
す
る
研
究
は
低
調
な
が
ら
も
、
専
論
と
し
て
喜
全
ロ
場
一
隆
氏
、
徐
玉
虎
氏
、
朱
徳
蘭
氏
、
繭
玉
儲
氏
、
そ
し
て

（
５
）

（
６
）

近
年
の
孫
薇
氏
や
謝
必
震
氏
に
よ
る
成
果
が
あ
る
。
章
円
舎
場
氏
は
、
貿
易
口
、
目
、
渡
唐
銀
の
調
達
方
法
、
評
価
事
件
、
冠
船
貿
易
に
対

す
る
薩
摩
藩
の
態
度
な
ど
に
つ
い
て
全
体
的
に
論
及
し
、
徐
氏
は
、
康
煕
五
八
年
二
七
一
九
）
時
に
お
け
る
冊
封
使
一
行
が
持
ち
込

ん
だ
貿
易
品
の
分
析
、
朱
氏
は
、
一
八
三
八
年
・
’
八
六
六
年
両
度
の
冠
船
の
人
員
構
成
と
貿
易
品
の
数
赴
的
分
析
、
命
氏
は
、
近
年

整
理
さ
れ
つ
つ
あ
る
北
京
第
一
臘
案
館
所
蔵
の
橋
案
文
書
を
使
用
し
て
、
清
単
か
ら
免
税
状
況
や
冊
封
に
随
伴
す
る
謝
恩
船
等
を
も
含

め
た
冠
船
貿
易
論
を
展
開
し
て
い
る
。
謝
氏
は
「
評
価
方
日
記
」
（
後
述
）
を
簡
略
に
資
料
紹
介
し
、
中
国
（
明
清
）
の
対
外
貿
易
史

研
究
に
お
い
て
そ
の
資
料
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
特
に
孫
氏
は
、
一
八
三
八
年
の
冠
船
貿
易
を
中
心
と
し
て
、
冠
船
を
送
り
出

す
側
の
中
国
（
福
州
）
当
局
に
よ
る
規
制
の
具
体
的
あ
り
方
、
那
覇
で
の
冊
封
正
副
便
に
よ
る
貿
易
関
与
等
の
問
題
点
を
本
稿
と
は
異

な
る
視
角
か
ら
論
及
し
て
い
る
。

は
じ
め
に

冠
船
貿
易
か
ら
み
た
琉
球
王
国
末
期
の
対
清
外
交

豊
見
山
和
行
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琉
球
（
首
里
王
府
）
に
よ
る
冠
船
貿
易
に
対
す
る
準
備
は
、
琉
球
国
内
に
お
け
る
準
備
と
国
外
で
の
準
備
に
大
別
さ
れ
る
。
国
内
の

準
備
は
、
施
設
の
確
保
と
評
価
役
人
の
編
成
、
そ
し
て
国
内
へ
の
倹
約
令
の
布
達
な
ど
で
あ
っ
た
。
国
外
で
の
準
備
は
、
薩
摩
藩
お
よ

び
中
国
（
福
州
）
で
の
交
渉
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
よ
う
。
上
記
の
準
備
態
勢
は
、
分
析
の
都
合
上

項
目
的
に
示
す
と
、
準
備
態
勢
と
し
て
は
、
首
里
王
府
の
冠
船
貿
易
へ
の
臨
時
組
織
（
評
価
方
）
の
人
的
組
織
の
あ
り
方
、
福
州
で

の
事
前
交
渉
、
薩
摩
藩
と
の
交
渉
の
実
際
、
そ
し
て
、
冊
封
便
一
行
の
持
ち
込
む
商
品
を
買
い
上
げ
る
際
の
具
体
的
交
渉
過
程
に
つ
い

て
、
さ
ら
に
交
易
の
開
始
時
の
問
題
、
冊
封
使
の
評
価
貿
易
へ
の
関
与
の
あ
り
方
、
冊
封
使
ら
の
交
易
活
動
、
船
主
ら
と
の
具
体
的
な

交
渉
過
程
、
高
額
品
目
の
交
渉
問
題
、
「
加
弐
」
を
め
ぐ
る
価
格
交
渉
、
評
価
物
の
銀
子
換
算
問
題
を
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
旧
来
注
目

さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
交
易
形
態
、
す
な
わ
ち
琉
球
側
の
商
品
を
冠
船
側
（
冊
封
使
節
一
行
）
が
買
い
取
る
際
の
交
渉
過
程
を
取
り

上
げ
る
。

分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
研
究
状
況
に
お
い
て
、
孫
氏
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
部
分
も
少
な
く
た
い
が
、
以
下
の
問
題
点
、
す

な
わ
ち
琉
球
国
内
で
の
準
備
態
勢
や
薩
摩
藩
・
福
州
で
の
事
前
交
渉
、
そ
し
て
、
琉
球
那
珊
で
展
開
し
た
実
際
の
貿
易
交
渉
（
価
格
交

渉
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
未
解
明
の
部
分
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
右
の
視
角
を
機
軸
と
し
て
、
単
な
る
貿
易

活
動
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
で
は
な
く
、
冊
封
と
い
う
琉
球
国
に
と
っ
て
最
大
の
国
家
儀
礼
に
付
随
す
る
交
易
活
動
が
い
か
な
る
特

質
を
帯
び
て
い
た
か
、
換
言
す
れ
ば
、
政
治
外
交
の
論
理
が
ど
の
よ
う
に
貿
易
に
作
用
な
い
し
反
映
し
て
い
た
か
を
問
題
視
角
と
し
て

第
一
節
首
里
王
府
の
準
備
態
勢
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<表１評価方の人口構成（同治３年）＞

年
か
ら
区
分
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
準
備
態
勢
が
同
時
並
行

同幼
的
に
、
か
つ
相
互
関
連
的
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

染
琉
球
国
内
で
の
組
織
編
成
は
、
首
里
王
府
評
定
所
の
冠
船
方
の
下
に

日１２月
評
価
方
が
臨
時
に
設
置
さ
れ
る
と
い
う
機
構
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
他
、

３群
久
米
村
に
も
評
価
方
役
々
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
冠
船
方
や
久
米
村
評

治同
価
方
役
々
の
組
織
形
態
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
交
易
の

ｊ賎
主
要
な
準
備
を
担
っ
た
の
は
評
価
方
で
あ
る
。
芦
」
声
」
で
は
、
評
価
役
人

２鋼
の
編
成
に
つ
い
て
触
れ
る
。

４同
尚
泰
冊
封
時
の
事
例
で
は
、
冊
封
の
一
一
年
前
（
同
治
一
一
一
年
、
一
八
六

り鐘
四
年
）
に
、
ま
ず
内
々
に
浦
崎
親
方
を
評
価
奉
行
に
任
命
し
（
同
年
二
一

３
（
７
）

拾
月
二
十
一
日
条
）
、
同
様
に
評
価
主
取
に
喜
友
名
親
垂
雪
上
、
田
里
筑
登

同鏑
之
親
雲
上
、
伊
集
親
雲
上
、
許
田
筑
登
之
親
雲
上
、
上
里
筑
登
之
親
雲

錘
上
、
亀
山
里
之
子
親
雲
上
を
任
命
し
て
い
た
（
同
一
一
十
四
日
条
）
・
そ

日方
の
ほ
か
中
取
六
名
、
筆
者
二
十
一
一
名
、
外
係
一
一
名
、
手
代
一
一
名
が
内
々

価靜
ｊ
に
任
命
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
四
月
一
日
、
同
三
日
条
）
。
こ
の
陣

識
斜
容
に
お
い
て
、
中
取
役
に
は
中
国
産
品
に
詳
し
い
人
物
（
唐
向
き
巧
者
）

ｒ
日

、
３
が
充
て
ら
れ
る
な
ど
、
中
国
事
情
に
明
る
い
人
物
が
起
用
さ
れ
て
い
た
。

典
月

悩
４
そ
の
人
員
構
成
は
、
表
１
の
通
り
で
あ
る
。

13坐

役職名 人名

奉行 Ｍ１崎親方

主取 喜友名親雲上、田里筑登之親雲上､伊集親雲上､許田筑登之親愛上、上里筑登之親
雲上、亀山里之子親雲上

中取 屋嘉筑登之親雲上、玉那覇筑登之親雲上、城間筑登之親雲上、当間筑登之親雲上
鱗間筑登之、久場筑登之

蕊者 上間里之干親雲上、百名里之子親雲上、与儀筑登之親雲上、松茂良筑登之親震上
(輿式）、松茂良筑登之親襲上（興察） 崎筑登之親雲上、村山里之子、喜友名

里之子、長嶺筑登之、新崎筑登之、佐久本筑登之、山田筑登之、当間筑登之、西

平筑登之、金城筑登之、大湾筑登之、久高筑登之、川平筑登之、比嘉筑登之、喜
瀬筑登之、国吉筑登之、仲村渠筑登之

外係 新嘉喜親雲上、宮平筑登之親雲上

手代 金城筑登之、玉城にや



以
上
の
人
員
が
評
価
方
に
任
命
さ
れ
て
い
た
が
、
当
初
、
評
価
方
独
自
の
施
設
は
な
く
、
奉
行
の
浦
崎
親
方
宅
で
奉
行
と
中
取
役
の

み
に
よ
る
準
備
が
同
年
三
月
一
一
十
四
日
か
ら
開
始
さ
れ
、
同
年
四
月
十
一
日
か
ら
中
城
御
殿
御
供
親
雲
上
詰
所
へ
と
移
り
、
本
格
的
に

準
備
態
勢
を
調
え
て
い
く
。
翌
同
拾
四
年
三
月
に
至
っ
て
評
価
方
詰
所
は
、
首
里
か
ら
那
覇
の
親
見
世
近
く
の
宿
に
詰
所
を
移
し
て
い

る
。
本
来
な
ら
親
見
世
が
即
座
に
詰
所
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
当
該
期
に
は
親
見
世
は
貝
摺
奉
行
所
と
天
使
館
当
の
詰
所
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
右
の
両
所
の
業
務
が
完
了
す
る
ま
で
は
、
暫
定
的
に
親
見
世
近
在
の
宿
を
詰
所
と
し
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
同
治
一
一
一
年
三
月
か
ら
翌
年
一
一
一
月
ま
で
は
、
首
里
の
中
城
御
殿
御
供
詰
所
、
そ
れ
以
後
は
那
覇
の
親
見
世
近
辺
の
宿
（
移
転
月
日
は

不
明
、
後
に
親
見
世
）
が
文
書
の
作
成
や
評
定
所
の
諮
問
に
対
す
る
回
答
や
久
米
村
等
と
の
諸
連
絡
の
起
点
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

評
価
方
の
当
初
の
業
務
は
、
ま
ず
先
例
を
調
べ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
勘
定
座
か
ら
評
価
方
で
必
要
と
す
る
諸
帳
簿
を
借
用
し
て
い
る

こ
と
は
、
そ
の
表
れ
で
あ
る
（
同
治
三
年
一
一
一
月
一
一
十
五
日
条
）
。

そ
の
他
、
評
定
所
の
冠
船
方
か
ら
過
去
四
回
の
冠
船
時
に
お
け
る
評
価
物
の
総
銀
高
の
問
い
合
わ
せ
に
答
え
る
な
ど
（
同
五
月
六
日

条
）
、
後
述
す
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
案
件
を
処
理
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
冠
船
渡
来
の
二
年
前
の
同
治
一
一
一
年
に
は
、
三
司
官
か
ら
次
の
よ
う
な
倹
約
令
が
王
府
の
各
部
署
へ
通
達
さ
れ
て
い
た
（
同

年
三
月
一
一
十
九
日
条
）
。
そ
の
内
容
は
、
冠
船
の
受
け
入
れ
に
は
、
莫
大
の
銀
が
必
要
と
な
る
た
め
諸
士
・
百
姓
へ
出
物
の
命
令
と
御

国
元
（
薩
摩
藩
）
へ
の
砂
糖
の
重
ね
登
し
や
借
銀
に
つ
い
て
言
及
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
容
易
で
は
な
く
「
極
々
御
難
渋
」
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
諸
所
の
普
請
・
修
補
や
仕
立
て
物
、
そ
の
他
関
係
機
関
の
御
物
の
出
入
り
に
つ
い
て
は
一
層
念
を
入
れ
、
「
御
益
筋
」
と
な

る
よ
う
取
り
計
ら
い
、
さ
ら
に
た
と
え
先
例
で
あ
っ
て
も
緊
縮
可
能
な
も
の
は
緊
縮
す
る
よ
う
に
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
に

見
る
よ
う
に
王
府
内
部
で
の
準
備
態
勢
が
整
え
ら
れ
て
い
た
。
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１
福
州
対
策

冠
船
貿
易
に
お
い
て
琉
球
側
は
、
冠
船
の
渡
来
以
前
か
ら
中
国
（
主
に
福
州
）
に
お
い
て
も
そ
の
準
備
に
取
り
か
か
っ
て
い
た
。
そ

の
方
法
は
、
道
光
十
八
年
（
一
八
三
八
）
の
場
合
を
例
に
と
る
と
、
朝
貢
貿
易
の
た
め
福
州
へ
赴
い
て
い
た
渡
唐
役
人
ら
は
、
以
前
か

ら
親
交
の
あ
る
「
琉
商
人
」
の
李
禮
々
・
鄭
詮
・
楊
陰
長
の
三
人
を
通
訳
と
し
て
冊
封
の
頭
号
船
・
二
号
船
の
船
主
と
直
接
交
渉
に
及

ん
で
い
た
。
そ
の
内
容
は
、
評
価
物
（
交
易
品
）
ご
と
の
利
潤
の
厚
薄
を
区
別
し
て
搬
入
す
れ
ば
、
利
益
と
な
る
こ
と
、
た
だ
し
、
琉

球
は
小
国
の
た
め
銀
子
の
用
意
に
は
限
度
が
あ
り
、
万
一
高
価
な
商
品
を
持
ち
渡
っ
て
き
て
も
売
り
捌
く
こ
と
が
で
き
ず
、
持
ち
帰
る

こ
と
に
な
り
、
そ
う
な
っ
て
は
荷
主
の
迷
惑
と
な
る
こ
と
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
協
議
の
際
、
中
国
商
人
等
か
ら
そ
の
点

の
了
承
を
取
り
付
け
て
い
た
が
、
琉
球
側
は
内
密
に
さ
ら
に
調
査
を
し
た
結
果
、
飛
瑁
・
沈
香
・
犀
角
・
丁
子
等
の
抜
荷
が
予
想
さ
れ

（
８
）

ろ
と
し
て
、
そ
の
対
策
を
講
じ
て
い
た
。
道
光
十
八
年
に
お
け
る
福
州
で
の
事
一
別
交
渉
の
一
端
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
以
上
の
交
渉
過
程
は
現
在
の
と
こ
ろ
判
然
と
し
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
福
州
で
の
交
渉
過
程
を
詳
細
に
知
り
得
る
の
が
、
同
治
五
年
（
一
八
六
六
）
の
尚
泰
冊
封
時
で
あ
る
。
そ
の
二
年
前
の

同
治
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
か
ら
以
下
に
見
る
よ
う
に
本
格
的
に
準
備
が
調
え
ら
れ
て
い
た
。
か
ね
て
中
国
で
の
事
前
交
渉
の
検
討

（
９
）

を
諮
問
さ
れ
て
い
た
評
価
方
係
等
は
、
協
議
し
た
内
容
を
次
の
よ
う
に
答
申
し
た
。

第
一
に
、
近
年
中
国
で
は
「
賊
乱
」
が
多
発
し
、
か
つ
ま
た
渡
唐
の
琉
球
人
は
金
子
を
一
切
持
ち
渡
ら
な
い
た
め
中
国
商
人
等
の
販

路
が
狭
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
前
回
の
冠
船
時
（
戌
冠
船
、
’
八
三
八
年
）
に
渡
来
し
、
評
価
の
様
子
を
熟
知
し
た
商
人
等
が
存

第
二
節
事
前
の
対
中
国
交
渉
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第
三
に
、
交
易
品
の
中
に
は
、
琉
球
の
損
益
に
係
わ
る
商
品
も
あ
り
、
中
取
・
係
等
が
別
紙
（
後
掲
）
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
よ

う
に
、
不
勝
手
あ
る
い
は
無
用
の
商
品
は
持
ち
渡
ら
せ
な
い
仁
よ
う
に
渡
唐
す
る
係
役
人
へ
命
じ
る
こ
と
。

第
四
に
、
冊
封
使
（
勅
使
）
の
随
行
人
の
減
少
、
冊
封
船
（
一
一
艘
と
も
に
）
が
大
型
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
積
み
込
み
荷

物
の
総
鼠
が
以
前
の
申
年
冠
船
二
八
○
○
年
、
尚
温
の
冊
封
時
）
と
同
様
に
す
る
こ
と
、
評
価
銀
は
部
銀
を
含
め
四
○
○
枇
目
で
臓

入
で
き
る
よ
う
に
荷
高
の
取
り
締
り
方
を
識
ず
る
こ
と
。

第
五
に
、
前
回
の
戌
冠
船
時
で
の
交
易
品
の
受
取
方
法
で
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
た
め
（
後
述
）
、
中
国
人
の
阿
（
河
）
ロ
通
事
・
掌

案
等
で
内
々
に
現
品
を
検
分
の
上
、
公
正
な
価
格
付
け
を
要
請
す
る
こ
と
。

以
上
の
答
申
に
別
紙
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
「
趣
意
」
を
添
え
て
い
た
。

唐
人
江
申
諭
侯
趣
意

琉
球
之
儀
、
不
自
由
之
小
国
、
金
銀
一
切
出
産
無
之
、
宝
鳥
人
、
日
本
国
よ
り
求
来
侯
を
買
取
申
事
候
処
、
近
来
彼
之
国
江
西

洋
諸
国
之
船
々
渡
輯
致
交
易
候
付
、
金
銀
求
方
前
々
之
様
不
相
達
由
一
一
而
、
進
貢
・
接
貢
料
銀
も
乍
漸
相
求
候
振
合
故
、
冠
船

料
銀
子
今
手
当
不
行
届
、
且
昆
布
・
海
鼠
・
鞄
等
之
品
々
も
国
産
者
僅
計
一
一
而
、
多
分
宝
島
人
持
来
候
を
買
取
申
事
候
処
、
是

又
近
来
出
所
高
直
之
由
一
一
而
広
不
持
渡
、
若
御
方
等
所
望
杯
有
之
候
ハ
、
何
様
之
手
筋
を
以
相
弁
可
申
哉
、
労
以
官
人
方
至
極

及
心
配
居
候
、
就
而
者
評
価
物
及
重
高
候
而
者
、
悉
買
取
候
儀
不
相
叶
、
持
戻
外
無
之
、
然
時
者
臘
与
迷
惑
可
致
候
間
、
其
心

在
す
る
た
め
交
易
品
を
大
量
に
琉
球
へ
持
ち
込
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
交
易
品
の
減
少
策
を
講
ず
ろ
上
で
、
中
国
の
事
情
に
明
る
い

「
唐
向
巧
者
」
を
係
へ
任
命
し
、
琉
球
へ
渡
航
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
中
国
人
等
と
直
接
、
交
渉
に
及
ぶ
こ
と
。

第
二
に
、
中
国
人
へ
触
れ
廻
る
交
渉
の
内
容
は
、
渡
唐
役
人
を
始
め
五
主
や
船
方
の
者
達
か
ら
も
折
を
見
て
「
噺
成
」
り
で
伝
え
る

声
」
し
」
。
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す
な
わ
ち
、
琉
球
は
、
不
自
由
な
小
国
で
あ
り
、
金
銀
は
一
切
産
出
し
な
い
。
「
宝
島
人
」
が
日
本
国
か
ら
持
ち
込
む
商
品
を
購
入

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
近
年
日
本
へ
西
洋
諸
国
の
船
々
が
交
易
す
る
よ
う
に
な
り
、
金
銀
は
以
前
の
よ
う
に
調
達
で
き
ず
、
進
貢
・
接
貢

料
銀
も
よ
う
や
く
調
え
る
よ
う
な
有
り
様
で
あ
り
、
冠
船
料
銀
は
現
在
も
そ
の
準
備
が
行
き
届
か
な
い
。
昆
布
・
海
鼠
〈
ナ
マ
コ
）
・

鞄
等
の
俵
物
も
琉
球
国
産
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
多
く
は
「
宝
島
人
」
が
搬
入
す
る
も
の
を
買
い
取
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
も
近
年
出

所
で
高
値
と
な
り
、
多
く
を
持
ち
込
め
ず
、
も
し
「
御
方
」
（
唐
人
）
等
か
ら
の
所
望
が
あ
っ
て
も
そ
の
手
は
ず
が
調
え
な
い
こ
と
を

琉
球
の
官
人
は
懸
念
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
評
価
物
を
大
量
に
持
ち
込
ん
で
は
買
い
上
げ
ら
れ
ず
、
持
ち
帰
る
以
外
に
な
い
。

そ
の
時
点
で
思
わ
ぬ
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
了
承
し
、
評
価
物
を
少
な
く
し
、
高
価
な
商
品
を
持
ち
込
ま
な

い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
趣
旨
を
申
し
諭
す
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

評
価
物
の
大
過
持
ち
込
み
と
高
価
品
の
持
ち
込
み
を
極
力
抑
え
よ
う
と
す
る
点
で
は
道
光
十
八
年
時
の
方
策
と
共
通
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
右
の
「
趣
意
」
で
は
進
貢
・
接
貢
料
銀
、
冠
船
準
陥
銀
に
つ
い
て
「
宝
鳥
人
」
を
介
し
て
日
本
か
ら
調
達
し
て
い
る
こ
と
を
説

明
し
、
そ
の
調
達
方
が
近
年
の
西
洋
諸
国
の
来
航
で
困
難
な
状
況
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
よ
り
細
か
な
弁
解
の
筋
立
て
と
な
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
交
易
品
を
七
種
類
に
区
分
し
た
「
品
立
書
」
を
作
成
し
て
、
福
州
で
の
交
渉
に
お
い
て
具
体
的
に
琉
球

側
の
要
望
を
伝
え
る
方
法
を
採
っ
て
い
た
。

そ
の
七
種
類
と
は
、
［
｜
］
琉
球
の
利
益
と
な
り
搬
入
し
て
も
よ
い
商
品
（
十
八
品
目
）
、
［
二
］
産
物
方
の
御
用
品
で
あ
り
、
損

益
に
関
わ
ら
ず
搬
入
し
て
よ
い
商
品
（
一
一
一
一
品
目
）
、
［
一
一
一
］
産
物
方
の
御
用
品
だ
が
、
高
額
の
た
め
琉
球
の
損
失
と
な
る
た
め
搬
入

を
希
望
し
な
い
商
品
（
一
六
品
目
）
、
［
四
］
高
額
か
つ
損
失
の
た
め
搬
入
を
希
望
し
な
い
商
品
（
八
品
目
）
、
［
五
］
小
鑓
の
た
め
で

得
を
以
仕
舞
方
相
細
ミ
、
高
代
之
品
柄
等
不
持
渡
方
可
然
与
之
趣
、
申
諭
侯
事
、

千
八
［
月
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き
る
だ
け
搬
入
を
希
望
し
な
い
商
品
（
十
一
一
品
目
）
、
［
六
］
禁
制
品
で
高
額
な
た
め
搬
入
を
希
望
し
な
い
商
品
（
六
品
目
）
、
［
七
］

（
皿
）

高
額
で
か
つ
無
用
品
の
た
め
一
切
の
搬
入
を
拒
絶
す
る
商
品
（
四
口
叩
目
）
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
示
し
た
の
が
表
２
で
あ

ｚ
己
。<表２唐人への申渡しの品立轡〉 こ
の
よ
う
に
具
体
的
に
商
品
名
を
あ
げ
、
交
渉
の
準
備
を
整
え
て
い
た
。
右
の
答
申
は
、
七
種
類
の
区
分
か
ら
五
種
類
に
手
直
し
を
ざ

（出典、「冠船二付評価方ｐＨ己大淵同拾３年より同４年12月迄」同治３年８月
期Ⅱ条、「同右」同治４年閏５ｌ１１６日条。）

-144-

[一］琉球の利益となり搬入可の商品／以上物件係国中所用宜１WF去為要(中国名)。

西洋かせ（西洋線紗）、繰り綿（綿花）、山東紬（山東繭綱）、鋼板かせ賛（桐

坂経緯苧径）、銅板斉（桐板繍）、阿南斉（阿南鯛） 、 海南葛（同〉、白唐紙

(白過紙）、棉紙（棉袋紙）、わら唐紙（炮甲紙）、官香（同）、短香（同）

澗明茶（同）、氷砂糖（春氷）、白砂糖（白糖）

(傘） ○

菜種子油（茶油）

、

笠の類

[二］産物方の御用品で損益に関わらず搬入可の商品／以上物件足係医生所用錐

１１F去猶可也（上同） 。

大黄（同）、角先、甘草（同）、山帰来（土沃苓）、菅７ｌｔ（同）、大薗香（同）

大胆皮（大阪皮）、杜仲（同）、白〕ｉｔ（同）、阿膠（同） 、 砂仁（同） 、

、

阿仙薬

(児茶）、黄産（同）、義香（同）、蓮兜（連翻）、便君子（同）、籍苓（同）

花紺腎（洋青）、水角（兜角）、正莚紫（IZI脂）、藤木、滑石（同） 。

、

[三］産物方の御用品だが高額のため搬入を希望しない商品／以上物件所用甚少

不辮去甚好（上同） ◎

爪IIT（l可）、腹甲（釈瑠Mi[）、爪（飛珂脚）、ぱさ（飛瑁裾）、朱料（銀昧）

紅花（同）、犀角（同）、本掛人参、山出人参、織箇、沈香（同）、虫糸（同）

水銀（同）、象牙（同）、囲砂（同）、木香（同） ｡

、

、

L四］i1ｺi額のため搬入を希望しない商品／以上物件慣銀甚貸無力可不帯去為要

(上同） ◎

本人参（同）、条人参（同）、高蝿人参（同）、厚朴（厚粉）、肉桂（同）、爵

香（同）、鹿簿（同）、燕巣（燕簡） ◎

L五」産物方の御注文は稀、小趾のため搬入を希望しない商品／以上物件所用甚

少不帯去越好（上同） 。

石黄（同）、乳香（同）、肉豆蔵（肉茸競）、没薬（同）、木爪（同）

(同）、酸凝仁（同）、良婆（同）、小劉肉桂（尺桂）

蝿） 碗薬（同） ｡

山察（同）

、 白姜蚕

血蝸（血

L六」禁制品で高額、搬入を希望しない商品／（上同）

吟劇児（同）、碑岐（牌咬）、羅紗、鳥毛織、鳥ごT調>、西洋布麺（丙澱郛伍布、）

[上］高額かつ無用品、一切搬入を拒否商品／以上物件足係無月l宜不；|『去為要
(右同）

爪珊鋼えの道具類（飛瑁器具玩物）、沈香inえの道具類（沈香玩物）、犀角調え

のiii其類（風角器皿玩物）、焼き物・金木石製の道具・人形類（金石磁奇巧人物
玩物各等品） ｡



第
二
に
、
渡
唐
役
人
の
内
、
①
下
級
の
琉
球
人
ら
が
中
国
人
の
名
義
で
諸
品
物
を
評
価
方
へ
売
り
込
む
こ
と
、
②
中
国
人
の
依
頼
で

接
貢
船
か
ら
荷
物
を
持
ち
込
む
こ
と
、
③
中
国
人
へ
「
船
間
」
（
積
み
荷
空
間
と
そ
の
権
利
）
を
売
却
す
る
こ
と
、
④
現
銀
・
商
品
を

貸
与
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
が
万
一
発
生
し
た
場
合
に
は
重
大
な
支
障
と
な
る
た
め
、
勢
頭
・
大
夫
・
御
迎
大
夫
ら
は
、
渡
唐
役
人
の
監

督
を
十
分
行
い
、
も
し
、
右
の
不
正
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
帰
国
後
す
ぐ
に
そ
の
人
物
を
報
告
す
る
こ
と
。

第
三
に
、
海
鼠
（
ナ
マ
コ
）
・
鞄
は
、
冊
封
使
へ
の
御
進
物
用
と
御
馳
走
用
し
か
準
備
で
き
ず
、
評
価
用
の
分
は
一
切
な
い
こ
と
。

中
国
人
か
ら
こ
の
両
品
の
評
価
用
に
関
す
る
質
問
に
は
、
琉
球
国
産
は
僅
少
で
、
多
く
は
宝
島
人
か
ら
購
入
し
て
き
た
が
、
近
年
は
高

値
に
な
り
大
過
の
持
ち
込
み
は
な
く
、
御
進
物
用
・
御
馳
走
用
以
外
に
手
当
用
は
無
い
と
返
答
す
る
こ
と
。
た
と
え
こ
の
件
に
つ
い
て

の
質
問
が
な
く
て
も
折
り
を
見
て
、
右
の
よ
う
に
触
れ
ま
わ
る
こ
と
。

（
Ｍ
）

れ
た
が
、
ほ
ぼ
以
上
の
通
ｈ
〃
に
実
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同
治
四
年
に
帰
国
し
た
評
価
係
ら
の
報
告
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
評
価
係
の
真
栄
城
筑
登
之
親
雲
上
、
山
口
筑
登
之
親
雲
上
等
は
、
琉
球
へ
渡
航
す
る
予
定
の
船
主
や
商
人
等
十
九

人
へ
右
の
こ
と
を
周
知
さ
せ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
船
主
や
商
人
は
、
李
茂
泰
・
丁
鳳
書
・
下
品
枝
・
丁
賓
書
・
李
占
魁
・
李
占
標
・
玉

観
蘭
・
李
利
贋
・
鄭
高
椿
・
梁
伯
達
・
曽
敏
瑞
・
楊
鎬
々
・
楊
鉾
々
・
呉
六
々
・
宗
景
星
・
李
利
聚
・
全
官
・
玉
官
・
薫
尚
貴
と
い
う

（
吃
）

さ
ら
に
同
拾
四
年
に
渡
唐
す
る
進
貢
使
節
の
面
々
に
は
、
次
の
よ
う
に
詳
細
な
指
一
ホ
が
下
さ
れ
て
い
た
。

第
一
に
、
琉
球
で
の
中
国
商
品
価
格
が
中
国
人
に
露
見
し
て
は
、
価
格
交
渉
で
難
渋
す
る
の
で
、
そ
の
件
に
関
し
て
は
一
切
触
れ
な

い
こ
と
。
た
だ
し
、
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
尋
ね
ら
れ
た
場
合
は
、
相
応
の
値
段
で
支
払
っ
て
い
る
が
、
近
年
宝
島
人
へ
の

転
売
が
困
難
に
な
っ
て
お
り
、
当
年
夏
の
進
貢
船
で
持
ち
帰
っ
た
商
品
も
売
り
捌
く
こ
と
が
で
き
ず
、
下
値
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
こ

人
々
で
あ
っ
た
。

の
よ
う
に
返
答
す
る
こ
と
。
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第
四
に
、
評
価
一
件
に
つ
い
て
、
勅
使
（
冊
封
使
）
へ
琉
球
側
の
内
意
を
伝
え
る
。
ハ
イ
プ
役
が
必
要
と
な
る
た
め
、
人
体
の
確
か
な

者
を
勅
使
の
「
従
者
内
」
に
加
え
る
工
作
を
行
う
こ
と
。

第
五
に
、
冊
封
船
（
頭
号
・
二
号
船
）
の
荷
高
の
総
量
、
商
品
の
価
格
等
を
詳
し
く
調
べ
て
帰
国
後
即
座
に
報
告
す
る
こ
と
。

第
六
に
、
古
銀
の
換
算
に
お
い
て
、
前
回
の
冠
船
時
に
は
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
た
め
、
福
州
の
商
店
に
お
い
て
古
銀
一
貫
目

に
番
銭
百
何
枚
、
十
分
銀
何
百
月
で
の
換
算
と
な
っ
て
い
る
か
を
詳
し
く
調
査
し
、
そ
の
証
拠
書
を
受
け
取
っ
て
く
る
こ
と
、
等
々
で

あ
っ
た
。

＜表３福州での相場＞ 右
の
事
前
交
渉
は
、
福
州
の
中
国
人
を
対
象
と
し
た
項
目
と
渡
唐
役
人
へ
の
取
締
り
規
定
に
大
別
さ
れ
る
。

(出典、「冠船二付評価方日記大滴同治３年より同

４年12月迄」同治11年９月23日条。）

を
対
象
と
し
た
項
目
と
渡
唐
役
人
へ
の
取
締
り
規
定
に
大
別
さ
れ
る
。
中
国
現
地
で
の
商
品
の

調
査
や
琉
球
側
の
内
情
の
説
明
と
と
も
に
、
さ
ら
に
注
意
を
引
く
の
が
渡
唐
役
人
の
中
に
中
国

人
か
ら
依
頼
を
受
け
る
こ
と
や
「
船
間
」
を
提
供
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
禁
止
項
目
が
存
在
す

る点である。Ｅ
さ
て
、
福
州
で
の
商
品
価
格
の
調
査
は
、
評
価
貿
易
に
お
い
て
冊
封
使
一
行
の
提
示
す
る
価

格
と
調
整
す
る
上
で
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
冊
封
使
来
琉
以
前
か
ら
具
体
的
な
調
査

が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
例
は
、
同
治
三
年
の
渡
唐
役
者
か
ら
福
州
で
の
海
産
物
の
価
格
を

次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
点
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
示
し
た
の
が
表
３
で
あ

る
。琉
球
で
の
冠
船
貿
易
に
お
い
て
中
国
側
へ
の
支
払
い
は
基
本
的
に
銀
で
あ
っ
た
が
、
当
該
期

の
一
九
世
紀
半
ば
に
は
そ
の
他
に
番
銭
（
洋
銀
Ⅱ
ス
ペ
イ
ソ
ド
と
に
よ
る
支
払
い
も
行
わ
れ

て
い
た
。
そ
の
た
め
福
州
に
お
け
る
番
銭
と
古
銀
の
換
算
率
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
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あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

＜表４銀子と番銭の換算＞

’２

番
銭
一
枚
が
古
銀
何
匁
に
相
当
す
る
か
、
と
い
う
首
里
王
府
評
定
所
の
諮
問
に
、
評
価
主
取
の
上
里
筑
登
之

（
Ｍ
）

親
雲
上
に
よ
る
以
下
の
回
答
に
一
不
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
福
州
で
の
古
銀
と
番
銭
の
換
算
率
は
一
定
し
て
い
な
い
も
の
の
、
お
よ
そ
番
銭
一
枚

条
に
付
き
銀
子
八
匁
七
、
八
分
ほ
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、
以
前
の
戊
冠
船
時
（
’
八
三
八
年
）
に
は
評
価
品

日１卵
を
票
番
銭
で
代
付
け
を
行
っ
た
た
め
銀
子
と
の
換
算
で
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
、
最
終
的
に
は
銀
子
一
貫
目
に

２年
票
番
銭
を
一
○
五
枚
と
一
一
○
枚
の
一
一
本
立
て
で
行
い
、
福
州
相
場
よ
り
大
幅
な
下
値
と
な
っ
た
。
そ
の

４舵
た
め
確
定
し
た
換
算
率
を
報
告
し
え
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
「
別
紙
算
面
誓
」
を
提
出
し
て
い
た
。
そ
れ

』髄
を
示
し
た
の
が
表
４
で
あ
る
。

１ ２悴
以
上
に
見
る
よ
う
に
商
品
価
格
の
調
査
や
番
銭
。
銀
子
の
換
算
率
の
調
査
が
な
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に

桐
物
品
の
調
査
と
並
ん
で
重
視
さ
れ
た
の
は
、
琉
球
側
の
意
向
を
冊
封
便
一
行
へ
伝
え
る
中
国
人
協
力
者
を

よ秤
確
保
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
に
若
干
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
、
や
や
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。
同
拾
四

治輌
年
、
渡
唐
役
を
命
ぜ
ら
れ
た
評
価
中
取
の
玉
那
覇
筑
登
之
親
雲
上
、
当
間
筑
登
之
親
雲
上
は
次
の
指
一
水
を

鐇
評
価
奉
行
等
か
ら
受
け
て
い
た
。

稲
以
前
の
申
冠
船
（
一
八
○
○
年
）
に
お
い
て
、
標
官
と
い
う
中
国
人
の
協
力
者
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

価癖
仕
度
料
を
欠
く
標
官
父
子
に
対
し
て
、
渡
唐
役
人
の
漢
名
親
雲
上
は
「
自
分
銀
」
を
貸
し
渡
し
て
援
助
し
、

痒
冊
封
正
使
の
従
者
の
一
員
に
加
え
て
渡
琉
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
効
を
奏
し
、
評
価
品
額
の
割
り
増

冠熱
し
問
題
や
そ
の
他
、
困
難
な
紛
議
は
こ
の
標
官
を
通
じ
て
冊
封
使
へ
内
意
を
伝
え
、
琉
球
側
の
「
御
為
筋
」

慨
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
辰
冠
船
二
八
○
八
年
）
の
際
に
も
大
唐
船
脇
筆
者
の
仲
里
筑
登
之
親
雲
上
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２
接
封
大
夫
真
栄
里
親
方
の
福
州
外
交

冊
封
使
を
福
州
で
出
迎
え
、
琉
球
ま
で
の
案
内
役
を
勤
め
る
役
目
と
し
て
「
接
封
大
夫
」
役
（
Ⅱ
「
勅
使
御
迎
大
夫
」
）
が
あ
っ
た
。

（
応
）

管
見
の
限
り
、
こ
の
役
は
康
煕
一
一
一
一
年
（
一
六
八
三
）
の
冊
封
便
迎
接
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、
清
代
で
は
一
樋
の
慣
例
に
な
っ
て

い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
主
た
る
任
務
が
冊
封
便
（
Ⅱ
勅
使
）
の
迎
接
に
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
結
論

を
先
取
り
し
て
言
う
と
、
冠
船
受
け
入
れ
に
関
す
る
福
州
で
の
最
終
責
任
お
よ
び
交
渉
役
を
担
っ
て
い
た
。

尚
泰
冊
封
時
に
お
け
る
接
封
大
夫
役
は
、
真
栄
里
親
雲
上
（
後
に
親
方
、
唐
名
は
鄭
乗
衡
）
で
あ
る
。
以
下
、
真
栄
里
の
残
し
た

（
Ⅳ
）

「
勅
使
御
迎
大
夫
真
栄
里
親
方
日
記
」
か
ら
福
州
で
の
交
渉
状
況
を
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
（
以
下
、
注
記
し
な
い
限
り
右
「
日
記
」

は
、
林
氏
、
丁
氏
を
協
力
者
と
し
た
。
福
州
で
冊
封
使
へ
直
接
、
評
価
物
の
減
少
方
の
内
願
を
行
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
琉
球
で
の
交

易
に
お
い
て
一
○
○
○
貫
目
程
の
評
価
物
を
買
い
上
げ
ら
れ
ず
苦
境
に
陥
っ
た
際
、
こ
の
両
者
の
「
極
密
取
計
」
の
働
き
に
よ
っ
て
高

価
な
評
価
物
は
全
て
返
却
し
、
三
、
四
割
り
に
及
ぶ
は
ず
の
部
銀
も
奔
走
し
て
二
割
り
に
抑
え
、
一
○
○
○
賃
目
相
当
の
評
価
物
を
お

よ
そ
半
分
に
減
ら
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
、
今
回
も
標
官
父
子
や
林
氏
、
丁
氏
の
よ
う
な
人
物
を
確
保
す
る
よ
う
に
、
と
い
う

同
治
四
年
（
一
八
六
五
）
一
一
月
一
三
日
、
同
役
に
任
命
さ
れ
た
真
栄
里
は
、
同
年
六
月
一
一
六
日
に
、
冠
船
御
用
恵
方
か
ら
一
一
七
通
に

及
ぶ
「
書
付
」
を
手
交
さ
れ
た
。
二
七
通
の
内
、
十
一
通
は
接
封
大
夫
（
真
栄
里
）
宛
、
残
り
十
六
通
は
接
封
大
夫
と
渡
唐
役
者
中
宛

（
塒
）

内
容
の
指
一
ホ
で
あ
っ
た
。

に
よ
る
）
。

以
上
が
福
州
対
策
の
準
備
概
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
中
国
で
の
事
前
調
査
や
渡
唐
役
人
に
よ
る
根
回
し
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
別

の
方
法
も
採
ら
れ
て
い
た
。
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第
二
文
書
は
、
布
政
使
『

の
た
め
で
あ
る
。
（
接
封
４

第
三
文
書
は
、
渡
唐
中
（

封
大
夫
、
渡
唐
役
者
中
宛
）

第
四
文
書
は
、
渡
唐
中
（

第
四
文
書
は
、
渡
唐
中
の
琉
球
役
人
が
中
国
で
手
広
く
交
易
を
行
っ
て
は
来
年
来
航
す
る
中
国
人
達
の
持
ち
込
む
評
価
物
（
交
易
品
）

が
大
量
に
な
る
の
で
、
可
能
な
限
り
個
人
交
易
を
縮
小
す
る
よ
う
に
、
と
の
指
示
で
あ
る
。
（
接
封
大
夫
、
渡
唐
役
者
中
宛
）

第
五
文
書
は
、
冊
封
船
が
渡
琉
す
る
日
程
を
来
年
の
「
芒
種
」
後
す
ぐ
に
出
帆
し
て
、
同
年
の
九
月
に
は
福
州
へ
帰
帆
で
き
る
よ
う

に
手
配
す
る
こ
と
。
福
州
か
ら
の
出
帆
が
遅
れ
る
こ
と
は
、
琉
球
滞
在
が
長
引
く
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
こ
と
を
懸
念
し
た
も
の
で
あ

に
な
っ
て
い
る
（
別
紙
も
含
む
）
。
そ
れ
に
は
、
福
州
で
の
交
渉
内
容
や
諸
準
備
等
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
お
り
、
首
里
王
府
が
接
封
大

夫
に
期
待
し
て
い
た
役
割
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

冠
船
御
用
意
方
の
指
示
は
、
大
き
く
福
州
か
ら
那
覇
港
へ
帰
港
す
る
際
の
も
の
と
福
州
で
の
直
接
交
渉
や
留
意
事
項
に
分
か
れ
る
。

前
者
の
例
で
は
、
帰
路
に
際
し
て
久
米
島
等
で
の
停
泊
や
冊
封
使
の
接
遇
方
法
（
第
六
文
書
）
、
那
覇
を
目
指
す
冠
船
が
奄
美
諸
島
へ

着
岸
し
た
際
の
対
応
策
（
第
七
・
八
・
九
文
書
）
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。

後
者
の
福
州
で
の
交
渉
方
法
・
留
意
事
項
に
関
す
る
指
示
は
、
具
体
的
に
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
文
書
で
は
、
勅
使
の
乗
船
す
る
冊
封
船
（
封
舟
、
冠
船
）
が
大
型
に
な
ら
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
、
琉
球
の
渡
唐
船
（
進
貢

船
）
規
模
の
船
を
選
定
す
る
よ
う
に
中
国
側
へ
働
き
か
け
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
那
覇
港
が
浅
く
な
っ
て
い
る
た
め
大
型
船
の
出

入
港
が
危
険
で
あ
る
こ
と
を
表
向
き
の
理
由
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
大
型
船
で
の
来
航
は
評
価
貿
易
品
の
大
量
積
賊
に
連
動
す
る

た
め
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
。
（
接
封
大
夫
宛
）

第
二
文
書
は
、
布
政
使
司
か
ら
支
給
さ
れ
る
前
行
牌
を
早
め
に
入
手
し
て
帰
国
す
る
よ
う
に
、
と
の
指
示
で
あ
る
。
儀
礼
用
の
準
備

の
た
め
で
あ
る
。
（
接
封
大
夫
、
渡
唐
役
者
中
宛
）

第
三
文
書
は
、
渡
唐
中
の
琉
球
役
人
が
、
中
国
商
人
へ
の
交
易
決
算
で
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
と
の
布
達
で
あ
る
。
（
接
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ろ
。
（
接
封
大
夫
、
渡
唐
役
者
中
宛
）

第
一
一
文
書
は
、
閻
江
上
流
に
位
置
す
る
水
口
で
勅
使
を
出
迎
え
る
こ
と
、
そ
の
際
、
冠
船
の
船
主
ら
が
貿
易
品
（
評
価
物
）
を
大

量
に
持
ち
込
ま
な
い
よ
う
に
勅
使
の
機
嫌
を
見
計
ら
っ
て
要
請
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
辰
冠
船
二
八
○
八
年
）
時
の
冊
封
使
録
で
あ
る

「
続
琉
球
国
志
略
」
中
の
「
志
餘
之
篇
」
に
、
乗
員
の
減
少
、
交
易
品
も
千
百
石
を
超
過
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
が
記
賊
さ
れ

て
い
る
た
め
、
右
の
書
物
を
持
参
し
、
勅
使
と
の
対
面
時
に
機
嫌
を
見
計
ら
っ
て
呈
示
す
る
こ
と
、
と
あ
る
。
冊
封
使
と
の
直
接
交
渉

方
法
の
指
示
で
あ
る
。
（
接
封
大
夫
宛
）

第
一
二
文
書
は
、
福
州
に
お
い
て
冊
封
使
が
進
物
を
不
要
と
す
る
場
合
も
想
定
さ
れ
る
が
、
受
納
の
際
に
は
乾
隆
二
一
年
（
一
七
五

六
）
の
通
り
に
準
備
す
る
こ
と
。
（
接
封
大
夫
宛
）

第
一
三
文
書
は
、
前
文
書
の
別
紙
、
す
な
わ
ち
進
物
の
具
体
的
物
品
・
数
通
な
ど
を
記
赦
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
四
文
書
は
、
以
前
の
冠
船
の
渡
来
の
折
り
、
先
皇
帝
・
先
皇
后
の
月
忌
み
に
当
た
っ
た
場
合
、
天
使
館
で
の
路
地
楽
演
奏
を
中

止
す
べ
き
ど
う
か
を
福
州
で
事
前
に
調
査
す
る
こ
と
の
指
示
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
儀
注
」
の
文
字
が
前
代
の
威
豊
皇
帝
の
名
と
同
音

の
た
め
、
そ
の
使
用
の
可
否
を
も
調
査
す
る
こ
と
な
ど
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
（
接
封
大
夫
宛
）

第
一
五
文
書
は
、
冠
船
の
那
覇
入
港
時
お
け
る
儀
注
（
儀
礼
）
に
関
し
て
、
勅
使
か
ら
福
州
で
儀
注
書
を
受
け
取
り
、
先
例
に
引
き

当
て
て
異
な
る
部
分
は
習
い
受
け
る
よ
う
に
、
と
の
指
示
で
あ
る
。
（
接
封
大
夫
宛
）

第
一
六
文
書
は
、
①
冠
船
渡
来
時
の
中
国
人
乗
船
員
と
評
価
物
の
減
少
の
要
請
を
福
州
総
督
・
撫
院
へ
行
う
こ
と
。
②
琉
球
滞
在
時

に
冊
封
使
一
行
へ
支
給
す
る
食
料
の
全
菓
給
・
半
稟
給
・
ロ
月
糧
の
区
別
に
つ
い
て
勅
使
へ
申
請
す
る
こ
と
。
③
節
（
儀
礼
用
の
道
具
）

以
外
に
勅
使
が
持
ち
込
む
道
具
が
あ
れ
ば
そ
れ
へ
の
対
応
も
行
う
こ
と
。
④
勅
使
や
遊
撃
用
の
乗
船
を
意
図
的
に
古
船
を
使
用
し
、
琉

球
で
修
補
す
る
こ
と
に
な
っ
て
は
不
都
合
な
た
め
、
可
能
な
限
り
新
造
船
で
渡
航
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
。
（
接
封
大
夫
、
渡
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唐
役
者
中
宛
）

第
一
七
文
書
は
、
①
冊
封
使
一
行
が
総
勢
四
百
人
を
超
え
な
い
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
。
②
正
規
の
使
者
以
外
に
、
測
鍵
官
や
副

将
・
参
将
・
弾
圧
官
な
ど
の
高
官
が
随
伴
し
て
き
た
場
合
、
前
も
っ
て
連
絡
す
る
こ
と
。
③
評
価
物
は
部
銀
を
含
め
て
四
百
賃
を
超
え

な
い
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
。
④
評
価
物
で
も
高
額
品
・
無
益
品
の
買
い
取
り
は
困
難
な
の
で
、
別
冊
の
区
分
の
よ
う
に
働
き
か
け

る
こ
と
（
第
十
八
文
書
）
。
⑤
冊
封
使
の
出
身
地
・
姓
名
・
官
位
な
ど
は
薩
摩
藩
へ
報
告
す
る
の
で
便
宜
次
第
、
早
め
に
知
ら
せ
る
声
」

と
。
（
接
封
大
夫
、
渡
唐
役
者
中
宛
）

第
一
八
文
書
は
、
前
文
醤
④
で
簡
単
に
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
身
で
あ
る
。
琉
球
へ
持
ち
込
ん
で
も
よ
い
品
（
阿
膠
・
砂
仁
な

ど
十
三
品
）
、
琉
球
の
当
用
品
に
付
き
持
ち
込
ん
で
も
よ
い
品
（
石
黄
・
乳
香
・
肉
豆
蒄
な
ど
二
十
九
品
）
、
な
る
べ
く
搬
入
し
て
ほ

し
く
な
い
品
（
大
黄
・
甘
草
・
土
挟
苓
な
ど
八
品
）
、
高
価
品
に
付
き
搬
入
を
拒
否
す
る
品
（
飛
瑁
・
紅
花
・
犀
角
な
ど
二
十
九
品
）
、

無
用
品
に
付
き
一
切
の
搬
入
を
拒
否
す
る
品
（
飛
瑁
器
具
玩
物
・
沈
香
玩
物
・
犀
角
器
皿
玩
物
・
金
木
石
磁
奇
巧
人
物
玩
物
各
等
器
）
。

こ
の
よ
う
な
ラ
ン
ク
分
け
は
前
掲
、
表
２
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
冠
船
貿
易
を
ス
ム
ー
ズ
に
処
理
し
よ
う
と
図
っ
て
い
た
点
で
共
通
す

る
｡

第
一
一
○
文
書
は
、
渡
唐
中
の
琉
球
役
人
が
中
国
で
借
銀
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
借
銀
し
て
い
る
も
の
は
今
回
の
渡
唐

で
完
済
し
、
借
用
状
を
取
り
返
す
こ
と
、
な
ど
の
指
示
で
あ
る
。
（
接
封
大
夫
、
渡
唐
役
者
中
宛
）

第
二
一
文
書
は
、
①
冠
船
貿
易
時
に
唐
人
（
中
国
人
）
が
琉
球
で
購
入
す
る
海
鼠
・
鉋
の
件
に
つ
い
て
は
、
接
待
用
の
み
し
か
な
い

こ
と
を
伝
え
、
海
鼠
・
鞄
を
あ
て
に
し
て
評
価
物
を
大
魁
に
持
ち
込
ま
な
い
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
。
②
評
価
貿
易
用
の
昆
布
と
蕃

第
一
九
文
書
は
、
琉
球
側
の
。
｜

（
接
封
大
夫
、
渡
唐
役
者
中
宛
）

琉
球
側
の
。
ハ
イ
プ
役
と
し
て
協
力
し
え
る
よ
う
な
中
国
人
を
冊
封
便
一
行
の
中
に
加
え
る
こ
と
の
指
示
で
あ
る
。
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銭
と
の
比
価
に
つ
い
て
、
特
に
昆
布
の
地
代
（
元
値
）
が
高
値
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
中
国
人
ら
へ
前
も
っ
て
知
ら
せ
て
お
く
こ
と
。

③
琉
球
で
は
唐
品
が
高
価
で
あ
る
こ
と
を
中
国
で
は
一
切
話
題
に
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
④
今
回
渡
唐
す
る
琉
球
役
人
の
中
に
は
中

国
人
の
名
義
で
自
己
の
商
品
を
評
価
物
の
中
に
紛
れ
込
ま
せ
た
り
、
あ
る
い
は
帰
帆
時
の
接
貢
船
に
お
け
る
船
間
（
積
載
ス
ペ
ー
ス
）

の
権
利
を
中
国
人
へ
売
却
し
た
り
、
あ
る
い
は
唐
人
へ
銀
子
や
商
品
を
渡
し
那
覇
で
返
済
の
企
て
を
図
ろ
人
物
も
予
想
さ
れ
る
た
め
、

そ
れ
ら
の
行
為
が
な
い
よ
う
に
各
頭
が
監
督
す
べ
き
こ
と
、
な
ど
の
指
示
で
あ
る
。
（
接
封
大
夫
、
渡
唐
役
者
中
宛
）

第
二
二
文
書
は
、
評
価
物
減
少
の
要
請
で
あ
る
が
、
去
年
の
秋
に
中
国
商
人
か
ら
評
価
物
減
少
の
「
拠
書
」
を
受
け
取
っ
て
い
る
が
、

そ
の
こ
と
は
商
人
の
慣
習
と
し
て
信
用
が
置
け
な
い
た
め
、
今
年
も
評
価
中
取
役
人
の
玉
那
馴
・
当
間
を
渡
唐
さ
せ
、
さ
ら
に
委
細
を

別
紙
（
第
二
三
文
書
）
で
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
接
封
大
夫
、
渡
唐
役
者
中
宛
）

そ
の
第
一
一
三
文
書
と
は
、
実
際
に
中
国
人
と
交
渉
す
る
際
の
想
定
問
答
を
「
唐
人
江
應
答
之
心
得
」
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
妾
５

る
。
①
評
価
物
を
大
量
に
持
ち
込
む
と
琉
球
側
で
は
全
部
を
買
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
持
ち
帰
る
結
果
と
な
る
芦
」
と
。
②
前
回
の
『

冊
封
か
ら
年
数
が
経
ち
、
琉
球
側
に
は
経
済
的
余
裕
が
生
じ
て
い
る
筈
で
あ
り
、
前
条
の
回
答
を
了
解
し
え
な
い
と
詰
問
し
て
き
た
場

合
、
近
時
に
お
け
る
異
国
船
の
頻
繁
な
来
航
や
異
国
人
の
逗
留
、
さ
ら
に
災
害
の
頻
発
で
国
中
が
困
窮
し
て
い
る
と
回
答
す
る
こ
と
、

と
し
て
い
る
。
③
右
の
よ
う
な
困
窮
状
況
で
冊
封
使
の
迎
接
は
か
え
っ
て
琉
球
の
負
担
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
質
問
に
は
、
冊
封

の
儀
式
が
無
比
の
「
大
典
」
で
あ
り
、
冊
封
使
の
渡
来
に
よ
る
王
爵
授
与
は
皇
帝
の
徳
化
を
豪
る
こ
と
と
な
り
、
ひ
い
て
は
琉
球
の
国

運
が
良
い
方
向
へ
向
か
い
豊
饒
の
世
と
な
る
、
と
い
う
答
を
準
備
し
て
い
た
。

第
一
一
四
文
讃
は
、
阿
口
通
事
の
謝
簡
・
潟
爺
、
阿
口
通
事
筆
者
の
王
東
謙
ら
の
三
人
（
中
国
人
）
は
琉
球
側
に
と
っ
て
重
要
な
．
ハ
ィ

プ
役
と
な
る
た
め
、
冊
封
便
一
行
に
加
え
て
琉
球
へ
渡
海
さ
せ
る
よ
う
交
渉
す
る
こ
と
。
（
接
封
大
夫
宛
）

第
二
五
文
書
は
、
冊
封
使
の
那
覇
滞
在
中
、
傾
城
（
遊
女
）
と
の
問
題
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
冊
封
便
に
対
し
て
別
紙
（
第
二
六



第
一
の
冠
船
の
選
定
問
題
は
、
以
下
の
よ
う
な
経
緯
で
あ
っ
た
。
当
該
期
に
は
民
間
商
船
を
雇
上
げ
て
冠
船
に
充
て
て
い
た
た
め
、

大
型
船
を
避
け
積
蛾
す
る
評
価
貿
易
品
の
量
を
少
な
く
す
る
こ
と
が
真
栄
里
ら
の
主
要
任
務
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

そ
の
交
渉
過
程
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
。
ま
ず
、
一
二
月
七
日
に
、
冠
船
選
定
時
の
検
分
に
参
加
を
申
請
し
て
い
る
。
真
栄
里
ら
は

す
で
に
目
星
を
付
け
た
船
の
選
定
を
済
ま
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
翌
同
拾
五
年
一
月
十
六
日
に
、
冠
船
選
定
は
海
防
官
が

調
査
の
上
で
決
定
す
る
、
と
の
情
報
に
驚
い
た
真
栄
里
ら
は
、
急
き
ょ
彼
ら
が
希
望
す
る
福
王
玉
船
・
金
振
茂
船
の
検
分
を
要
請
し
た
。

同
月
二
八
日
に
、
海
防
官
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
琉
球
側
の
希
望
す
る
一
一
艘
は
除
外
さ
れ
、
新
擦
豊
船
・
邸
大
順
船
な
ど
の
六

艘
が
候
補
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
邸
大
順
船
に
つ
い
て
琉
球
側
の
意
見
を
求
め
ら
れ
る
と
、
調
査
済
み
の
こ
と
は
伏
せ
て
、
郎
大
順
は

文
書
）
の
趣
旨
を
伝
え
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
。
（
接
封
大
夫
宛
）

第
二
六
文
書
の
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
異
国
人
に
対
し
て
琉
球
に
は
表
向
き
傾
城
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

冊
封
使
の
那
覇
滞
在
中
、
傾
城
と
の
交
際
が
異
国
人
に
露
見
し
て
は
問
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
現
在
、
傾
城
は
近
年
逗
留
す
る
異
国

人
を
恐
れ
て
四
散
し
た
こ
と
、
ま
た
飢
鐘
の
た
め
傾
城
と
交
際
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
右
の
こ
と
か
ら
傾
城
は
現
在
で
は
居

合
わ
せ
な
い
と
福
州
で
は
吹
聴
す
る
こ
と
。
万
が
一
に
も
「
実
形
」
に
傾
城
の
存
在
を
話
題
と
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
箱
口
令
を
敷

い
て
い
た
。
（
接
封
大
夫
、
渡
唐
役
者
中
宛
）

以
上
、
右
の
「
書
付
」
か
ら
冊
封
使
・
福
州
当
局
・
福
州
商
人
等
と
の
折
衝
業
務
だ
け
で
な
く
、
王
府
は
真
栄
里
へ
渡
海
中
の
琉
球

役
人
に
対
す
る
監
督
・
統
制
を
も
指
示
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、
福
州
に
お
い
て
真
栄
里
が
直
面
し
た
主
要
な
問
題
は
三
つ
あ
っ
た
。
第
一
は
冊
封
使
の
乗
船
す
る
冠
船
の
選
定
問
題
、
第
二

は
冊
封
便
へ
の
直
接
要
請
の
一
件
、
第
三
は
冊
封
使
が
福
州
総
督
の
所
持
す
る
火
輪
船
に
よ
っ
て
琉
球
へ
渡
航
す
る
こ
と
を
主
張
し
て

き
た
問
題
で
あ
る
。
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「
不
達
者
」
で
あ
り
、
か
つ
同
船
は
建
造
が
古
す
ぎ
て
冊
封
便
へ
の
乗
船
要
請
は
困
難
と
し
て
、
不
同
意
を
表
明
し
た
。
そ
の
結
果
、

琉
球
側
が
希
望
す
る
前
述
の
一
一
艘
の
検
分
要
請
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
翌
一
一
九
日
に
、
海
防
官
が
候
補
に
挙
げ
た
六
艘
を
真
栄
里
ら
も

検
分
に
出
向
い
た
。
琉
球
水
主
に
「
す
い
ミ
」
（
潜
水
）
さ
せ
船
底
を
実
見
し
た
上
で
、
新
徳
船
だ
け
が
新
造
船
で
あ
る
が
、
船
の
構

造
に
問
題
が
あ
る
こ
と
、
他
の
五
艘
は
「
古
作
事
」
で
あ
る
こ
と
を
海
防
官
へ
返
答
し
た
。
再
度
、
二
月
一
日
に
真
栄
里
ら
は
船
着
き

場
で
海
防
官
と
船
の
選
定
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
真
栄
里
は
海
防
官
候
補
の
船
舶
の
難
点
を
挙
げ
、
琉
球
側
の
推
す
金
振
茂
船
へ
と
誘

導
し
た
結
果
、
海
防
官
の
了
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
の
一
艘
も
琉
球
側
の
推
す
福
宝
玉
船
に
決
定
（
三
月
四
日
条
）
さ
れ
た
た

め
、
最
終
的
に
は
琉
球
側
の
要
請
通
り
と
な
っ
た
。
以
上
が
冠
船
選
定
の
経
緯
で
あ
る
。

第
二
の
福
州
で
の
冊
封
使
迎
接
時
の
要
請
一
件
は
、
次
の
よ
う
な
展
開
で
あ
っ
た
。
三
月
二
七
日
に
伴
送
官
や
巡
捕
官
・
布
政
司
掌

案
ら
と
と
も
真
栄
里
ら
は
四
艘
で
洪
山
橋
を
出
発
し
、
水
口
に
到
着
し
て
同
地
の
公
館
で
冊
封
使
の
到
着
を
待
ち
、
四
月
六
日
に
到
着

し
た
冊
封
使
に
最
初
の
御
機
嫌
伺
い
を
行
い
、
福
州
城
の
公
館
で
再
度
の
拝
謁
を
要
望
し
て
琉
球
館
へ
戻
っ
て
い
る
。
こ
の
行
動
は
、

評
価
物
と
冠
船
乗
組
人
員
の
減
少
、
琉
球
に
お
い
て
借
銀
返
済
方
の
禁
止
を
要
請
す
る
た
め
の
伏
線
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
二
八
日

に
福
州
城
公
館
で
の
拝
謁
は
拒
否
さ
れ
、
再
度
五
月
三
日
に
も
拝
謁
を
要
請
し
た
が
逢
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
要
望
書
の
み

を
提
出
し
た
。
遊
撃
・
都
司
・
弾
圧
官
ら
へ
の
拝
謁
は
実
現
し
た
た
め
、
右
の
要
請
と
傾
城
一
件
を
含
め
て
要
望
し
て
い
る
。
真
栄
里

は
冊
封
使
と
の
直
接
対
面
に
よ
る
琉
球
側
の
要
請
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

第
三
の
火
輪
船
（
蒸
気
船
）
に
よ
っ
て
琉
球
渡
航
を
主
張
し
て
き
た
問
題
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
五
月
一
四
日
、
冠
船
二

艘
の
内
、
頭
号
船
が
出
発
の
際
、
浅
瀬
へ
乗
り
上
げ
る
と
い
う
事
故
が
発
生
し
た
。
そ
の
た
め
冊
封
使
は
、
福
州
総
督
が
所
持
す
る
火

輪
船
に
よ
る
渡
海
を
真
栄
里
ら
に
打
診
し
て
き
た
。
驚
樗
し
た
真
栄
里
は
、
先
例
通
り
唐
船
で
の
渡
海
を
返
答
し
、
海
防
官
へ
も
同
様

に
回
答
し
た
上
で
、
そ
の
取
り
な
し
方
を
依
頼
し
て
い
た
（
五
月
一
七
日
条
）
。
翌
一
八
日
、
冊
封
使
か
ら
呼
び
つ
け
ら
れ
た
真
栄
里
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１
貿
易
品
の
準
備
状
況

薩
摩
藩
支
配
下
に
あ
っ
た
近
世
の
琉
球
は
、
冠
船
貿
易
に
お
い
て
も
薩
藩
支
配
の
影
響
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
評
価
交
易
の
際
に
冊
封
使
一
行
に
支
払
う
銀
、
そ
し
て
大
量
の
俵
物
（
海
産
物
）
を
大
き
く
薩
藩
に
依
存
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
冠
船
来
航
時
の
対
薩
摩
交
渉
は
、
銀
と
俵
物
の
確
保
が
主
要
な
案
件
と
な
っ
て
い
た
。
俵
物
に
つ
い
て
付
言
す
る
と
、
冊
封

使
一
行
は
琉
球
へ
持
ち
込
ん
だ
商
品
（
「
唐
人
持
渡
品
」
）
を
売
却
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
始
期
は
不
明
だ
が
琉
球
で
昆
布
・
海
鼠
・

鞄
な
ど
の
俵
物
を
大
趣
に
買
い
付
け
て
帰
国
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
交
易
形
態
の
始
期
は
確
定
し
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
道
光
一
八

年
（
一
八
三
八
）
の
戊
冠
船
以
降
に
は
琉
球
で
の
俵
物
交
易
が
確
認
で
き
る
。
ち
な
み
に
そ
の
戊
冠
船
の
際
に
交
易
さ
れ
た
昆
布
は
三

は
、
屡
艇
火
輪
船
に
よ
る
渡
海
が
琉
球
側
に
と
っ
て
不
都
合
と
の
趣
旨
を
述
べ
、
火
輪
船
渡
航
の
中
止
を
懇
請
し
た
と
こ
ろ
、
「
欽
差

（
冊
封
便
）
の
命
は
皇
帝
同
前
」
と
し
て
、
こ
れ
以
上
拒
否
す
れ
ば
、
琉
球
渡
海
を
白
紙
に
戻
す
と
桐
喝
さ
れ
る
始
末
で
あ
っ
た
。
困

惑
し
た
真
栄
里
は
、
海
防
官
へ
善
後
策
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
福
州
当
局
は
琉
球
側
へ
配
慮
し
旧
来
通
り
の
渡
航
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

火
輪
船
で
の
琉
球
渡
海
は
撤
回
さ
れ
、
福
州
当
局
の
取
り
計
ら
い
で
邸
大
順
船
に
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
五
月
一
一
三
日
条
）
。
冊
封

使
の
要
求
を
福
州
当
局
が
拒
否
し
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
六
月
五
日
に
林
補
を
出
帆
し
た
冠
船
は
、
六
月
一
二
日
に
無
事
那
覇
港

接
封
大
夫
・
真
栄
里
の
折
衝
内
容
は
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
接
封
大
夫
役
は
、
冠
船
迎
接
に
お
い
て

実
務
的
な
外
交
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

へ
到
着
し
た
。

第
三
節
薩
摩
藩
と
の
交
渉

極
め
て
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（
皿
）

六
万
九
○
○
○
斤
余
、
海
鼠
は
一
万
四
○
○
斤
余
で
あ
っ
た
。

同
治
五
年
（
一
八
六
六
）
の
尚
泰
冊
封
（
寅
冠
船
）
に
つ
い
て
右
の
点
を
検
討
す
る
と
、
薩
藩
か
ら
の
借
銀
（
拝
借
銀
）
は
八
○
○

（
四
）

貫
目
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
、
一
二
○
○
貫
目
を
現
銀
、
残
り
五
○
○
貫
目
を
金
子
で
受
け
取
る
こ
と
が
同
拾
一
一
一
年
四
月
に
は
確
定
し
て
い
た
。

俵
物
の
準
備
は
、
以
下
の
よ
う
な
交
渉
を
経
て
調
達
さ
れ
た
。
当
初
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
当
時
薩
藩
に
お
け
る
昆
布
・
海
鼠
・
飽

等
が
高
値
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
そ
の
代
替
品
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
準
備
目
標
と
す
る
数
魁
は
、
昆
布
四
八
万
五
○
○
○

（
畑
）

斤
程
、
海
鼠
五
万
斤
程
、
鞄
一
万
斤
程
で
あ
っ
た
。
そ
の
諮
問
を
受
け
た
評
価
方
は
、
代
替
ロ
叩
と
し
て
、
琉
球
産
の
縮
緬
イ
リ
コ
（
煎

海
鼠
）
・
シ
チ
イ
リ
コ
・
オ
シ
ャ
イ
リ
コ
・
カ
ヂ
マ
ル
イ
リ
コ
・
メ
イ
ハ
イ
リ
コ
・
刺
参
・
ヘ
リ
（
蟻
の
鰭
）
・
干
飽
・
干
ぬ
り
（
千

海
苔
）
・
干
屋
久
カ
イ
（
千
夜
光
貝
）
を
揚
げ
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
ら
の
品
々
を
毎
年
、
福
州
へ
「
多
斤
」
持
ち
渡
っ
て
い

る
か
ら
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
干
鞄
・
干
ぬ
り
・
干
屋
久
カ
イ
は
例
年
少
量
し
か
持
ち
渡
ら
な
い
た
め
、
去
年
（
同
拾
二
年
）
の
接

貢
船
・
護
送
船
で
は
試
み
に
大
鍵
に
持
ち
渡
っ
て
お
り
、
そ
の
売
り
さ
ば
き
状
況
に
つ
い
て
は
、
右
の
船
が
帰
国
し
て
か
ら
報
告
す
る

（
皿
）

し
」
し
て
い
た
。
こ
の
結
果
は
不
明
だ
が
、
琉
球
産
の
イ
リ
コ
類
が
毎
年
福
州
で
交
易
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
は
貴
重
な
内
容
で
あ
る
。

薩
摩
藩
と
の
交
渉
結
果
は
、
同
治
四
年
三
月
一
一
六
日
に
鹿
児
島
か
ら
那
覇
へ
入
港
し
た
大
和
船
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
内
容

〈
鉋
）

は
以
下
に
一
示
す
よ
う
に
鹿
児
島
琉
球
館
か
ら
の
返
答
で
あ
る
。

第
一
に
、
昆
布
の
件
に
つ
い
て
、
申
請
通
り
四
○
万
斤
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
。

第
二
に
、
海
鼠
・
鞄
に
つ
い
て
は
、
購
入
方
が
困
難
な
た
め
現
在
、
両
品
で
一
万
斤
程
を
確
保
し
た
こ
と
。
た
だ
し
、
右
の
数
量
で

は
冊
封
使
へ
の
御
進
物
・
御
馳
走
用
分
に
し
か
な
ら
な
い
こ
と
。

第
三
に
、
干
藻
に
つ
い
て
は
、
一
万
斤
を
許
可
さ
れ
た
こ
と
。

第
四
に
、
昆
布
に
つ
い
て
は
余
分
の
申
請
を
許
可
さ
れ
た
こ
と
。
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第
五
に
、
右
の
品
川

と
。
等
々
で
あ
っ
た
。

こ
の
返
答
を
も
と
に
評
定
所
で
は
、
右
の
申
請
額
で
の
適
否
、
あ
る
い
は
昆
布
の
加
増
申
請
の
可
否
を
評
価
方
役
人
等
に
諮
問
し
て

い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
評
価
方
で
は
主
取
・
中
取
・
係
中
に
よ
る
協
議
を
行
い
、
次
の
よ
う
に
答
申
し
て
い
る
。
昆
布
は
目
下
、
中

＜表５俵物の申請内訳＞

右
の
品
以
外
に
和
産
の
「
ヘ
リ
」
（
艤
鰭
二
万
斤
を
今
年
の
正
月
に
申
請
し
た
が
、
そ
の
件
は
未
だ
何
の
返
答
も
な
い
こ

一
価
方
で
は
主
取
・
中
取
・
係
中
に
よ
る
協
議
を
行
い
、
次
の
よ
う
に
答
申
し
て
い
る
。
昆
布
は
目
下
、
中

治
国
で
は
不
景
気
の
た
め
大
量
購
入
は
予
想
で
き
な
い
た
め
申
請
額
の
ま
ま
と
し
、
「
へ
り
」
を
さ
ら

掴
に
一
万
斤
増
加
し
て
申
請
す
べ
き
こ
と
を
「
別
紙
」
を
添
え
て
返
答
し
て
い
た
。
右
の
「
別
紙
」
覚

迄明
を
ま
と
め
た
の
が
表
５
で
あ
る
。

同り
２
大
和
船
対
策

よ年３
こ
れ
ら
評
価
貿
易
ロ
叩
調
達
と
同
時
に
請
書
で
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
那
覇
に
常
駐
し
て
い
た
在

治繩
番
奉
行
等
は
、
冊
封
便
と
の
遭
遇
・
接
触
を
避
け
る
た
め
に
那
覇
の
や
や
北
側
に
位
置
す
る
浦
添
間

銭切城間村へ一時的に退去し、あるいは和文で記された高札や大和人（鹿児島人）の墓
加
碑
等
が
撤
去
さ
れ
、
市
中
に
流
通
す
る
京
銭
が
鳩
目
銭
に
引
き
替
え
ら
れ
る
な
ど
、
総
じ
て
薩
摩
藩

価
（
麺
）

評
（
日
本
）
と
関
わ
り
を
一
示
す
よ
う
な
事
物
が
冊
封
使
一
行
の
目
か
ら
注
意
深
く
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
。

付
ｊ

涯
賎
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
那
覇
港
に
近
接
す
る
薩
摩
藩
の
昆
布
保
管
家
屋
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る

冠
羽

イ
羽
対
策
、
さ
ら
に
琉
球
・
薩
摩
間
を
往
来
す
る
大
和
船
（
薩
摩
船
）
対
策
も
取
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で

鍛
悴
は
、
後
者
の
大
和
船
対
策
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
首
里
王
府
は
同
治
五
年
（
’
八
六
六
）
一

（
鋼
）

月
七
日
付
で
次
の
案
件
を
在
番
奉
行
へ
打
診
し
て
い
た
。

４年１
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品名 数量 減少率 減少分 実質数量

昆布

千藻

和へり

40万斤

１万斤

１万斤

100斤に付き８斤

100斤に付き９斤

100斤に付き10斤

3万2000斤

900斤

1000斤

36万8000斤

9100斤

9000斤

(備考）合計３８万６１００斤



一
両
先
島
行
御
国
船
之
儀
、
早
々
乗
渡
彼
地
一
一
而
積
売
早
相
仕
舞
、
四
月
初
頃
可
致
帰
着
候
、
自
然
何
鍬
差
支
、
四
月
初
句
相

過
致
阪
帆
候
ハ
、
那
覇
鱗
乗
迦
、
直
一
一
運
天
江
乗
入
候
様
被
仰
渡
度
候
、
且
又
阪
帆
之
阿
依
風
並
久
米
島
・
慶
良
間
島
一
一
而

冠
船
一
所
一
一
致
汐
掛
候
茂
難
計
、
心
過
之
儀
御
座
候
間
、
万
一
難
迦
右
様
汐
掛
一
一
而
唐
人
ヨ
リ
相
尋
申
儀
茂
候
ハ
、
、
宝
島

船
日
本
江
商
売
渡
海
之
阿
逢
逆
風
、
此
所
江
致
漂
着
候
筋
相
答
候
様
、
此
又
被
仰
渡
度
奉
存
候
、

一
当
春
下
船
之
儀
、
四
月
一
一
相
掛
罷
下
候
船
々
者
直
一
一
運
天
江
乗
入
候
様
被
仰
渡
度
旨
、
御
国
元
江
申
上
置
候
得
共
、
自
然
那

覇
江
乗
参
候
船
茂
可
有
之
哉
、
帆
影
相
見
得
侯
ハ
、
早
速
漕
出
、
運
天
江
乗
入
候
様
可
相
達
旨
、
伊
平
屋
島
・
伊
江
島
・
今

阪
（
帰
）
仁
間
切
・
本
部
間
切
在
番
人
江
可
申
渡
置
候
間
、
御
在
番
奉
行
所
御
書
付
被
下
度
奉
存
候
、

｜
右
島
々
在
番
人
ヨ
リ
不
相
達
走
参
申
儀
茂
候
ハ
、
、
読
谷
山
ヨ
リ
早
々
漕
出
、
久
米
島
・
慶
良
間
島
之
内
江
乗
入
候
様
可
相

達
旨
、
在
番
人
江
可
申
渡
置
侯
間
、
自
然
右
両
島
之
内
江
冠
船
一
所
一
一
致
汐
掛
、
唐
人
ヨ
リ
相
尋
申
儀
茂
候
ハ
、
前
条
同
断

相
達
候
様
、
船
頭
共
江
申
渡
度
候
間
、
是
又
御
書
付
被
下
度
奉
存
候
、

す
な
わ
ち
、
第
一
条
は
、
①
島
尻
方
・
中
頭
方
の
年
貢
米
は
陸
路
で
ひ
と
ま
ず
牧
港
へ
運
び
、
そ
こ
か
ら
馬
艦
船
で
運
天
港
あ
る
い

一
封
王
使
渡
来
之
節
、
於
那
覇
御
国
船
江
御
米
積
入
差
登
候
而
者
難
題
一
一
相
成
候
付
、
冠
船
之
節
者
御
在
番
奉
行
御
相
談
ヲ
以
、

中
頭
・
島
尻
方
出
来
米
者
牧
湊
江
陸
地
持
越
、
彼
方
ヨ
リ
馬
艦
船
ヲ
以
運
天
・
勘
手
納
江
積
廻
、
御
国
船
江
積
入
為
差
登
事

御
座
候
、
当
時
御
米
之
内
砂
糖
繰
替
上
納
被
仰
付
置
、
尤
右
焼
出
方
茂
正
月
中
相
仕
舞
候
様
、
分
而
申
付
置
候
付
、
上
納
砂

糖
之
儀
者
那
覇
一
一
而
積
入
、
其
余
之
御
米
運
賃
等
ハ
此
節
茂
右
仕
向
適
被
仰
渡
度
奉
存
候
、

｜
冠
船
之
儀
、
芒
種
之
節
入
三
日
ヨ
リ
後
者
順
風
次
第
唐
被
致
出
帆
筈
候
故
、
御
国
船
之
儀
、
四
月
初
頃
那
覇
港
相
迦
不
申
候

而
ハ
差
障
候
付
、
古
米
立
船
三
月
中
積
荷
仕
舞
、
新
米
立
船
共
四
月
初
旬
運
天
江
相
廻
、
彼
所
一
一
而
順
風
見
合
致
出
帆
候
様

被
仰
渡
度
奉
存
候
、
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は
勘
手
納
港
へ
と
転
送
し
、
待
機
す
る
大
和
船
に
積
み
替
え
て
鹿
児
島
へ
運
ぶ
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
②
年
貢
米
の
内
、

一
部
を
砂
糖
で
代
納
す
る
た
め
、
砂
糖
の
焼
き
出
し
方
を
冊
封
便
渡
来
前
の
正
月
中
に
終
了
す
る
こ
と
を
布
達
し
て
お
り
、
上
納
砂
糖

は
那
覇
港
で
積
み
込
み
、
そ
の
他
の
年
貢
米
は
①
に
よ
る
搬
出
方
式
を
と
る
こ
と
。

第
二
条
は
、
①
冠
船
の
福
州
出
立
は
「
芒
種
」
の
三
日
後
と
予
測
さ
れ
、
大
和
船
は
四
月
初
頃
に
は
那
覇
港
を
引
き
払
っ
て
い
な
く

て
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
の
た
め
具
体
的
に
、
②
古
米
立
船
は
那
覇
港
に
お
い
て
は
三
月
中
に
積
み
荷
を
完
了
し
、
新
米
立
船
の
場
合
は

四
月
初
旬
に
運
天
港
で
積
み
込
み
同
港
か
ら
出
帆
さ
せ
た
い
こ
と
。

第
三
条
は
、
①
両
先
鳥
（
宮
古
・
八
重
山
）
を
往
来
す
る
大
和
船
の
取
り
扱
い
で
は
、
両
先
島
へ
火
急
に
渡
航
し
、
積
み
入
れ
や
売

却
を
早
急
に
済
ま
せ
、
四
月
初
旬
に
は
鹿
児
島
へ
帰
還
さ
せ
る
よ
う
に
手
配
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
②
四
月
初
旬
後
、
両
先
島
か
ら
帰

帆
す
る
場
合
は
、
那
覇
港
で
は
な
く
直
接
運
天
港
へ
直
行
さ
せ
る
こ
と
。
③
大
和
船
が
帰
帆
の
際
、
久
米
島
や
慶
良
間
島
で
冠
船
の
停

泊
し
て
い
る
港
に
寄
港
す
る
場
合
は
、
大
和
船
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
、
日
本
へ
の
商
売
の
途
上
、
逆
風
の
た
め
当
該
島
（
港
）
へ
漂
着

し
た
「
宝
島
船
」
と
し
て
装
う
こ
と
。

第
四
条
で
は
、
鹿
児
島
か
ら
琉
球
へ
向
か
う
「
下
船
」
対
策
が
採
ら
れ
、
①
冊
封
使
の
渡
来
時
期
に
近
い
四
月
に
鹿
児
島
か
ら
那
覇

へ
向
か
う
場
合
は
、
直
接
運
天
港
へ
乗
り
入
れ
る
よ
う
に
手
配
す
る
こ
と
。
②
那
覇
へ
乗
り
入
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
し
て
、
伊

平
屋
島
・
伊
江
島
・
今
帰
仁
間
切
・
本
部
間
切
の
諸
浦
在
番
は
、
大
和
船
を
直
ち
に
運
天
港
へ
向
か
わ
せ
る
こ
と
、
③
さ
ら
に
、
伊
平

屋
・
本
部
ラ
イ
ソ
の
監
視
体
制
か
ら
漏
れ
、
そ
の
ま
ま
那
覇
へ
帆
走
す
る
大
和
船
に
対
し
て
は
、
読
谷
山
の
諸
浦
在
番
が
そ
の
船
へ
連

絡
し
、
久
米
島
か
慶
良
間
島
の
い
ず
れ
か
へ
向
か
わ
せ
る
手
は
ず
を
整
え
る
こ
と
。
④
万
一
、
久
米
島
・
慶
良
間
島
で
冠
船
と
共
に
停

泊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
前
述
の
「
宝
島
船
」
同
様
の
弁
明
を
準
備
す
る
こ
と
、
等
。

以
上
の
案
件
が
王
府
側
か
ら
在
番
奉
行
へ
提
起
さ
れ
、
了
承
の
上
で
大
和
船
対
策
が
採
ら
れ
た
。
薩
摩
（
日
本
）
と
の
関
係
を
押
し
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ま
た
、
琉
球
側
は
、
船
主
ら
が
最
初
に
提
出
し
た
「
澗
冊
」
（
リ
ス
ト
）
の
他
に
後
日
提
出
さ
れ
る
「
品
立
書
」
（
リ
ス
ト
）
の
商

品
な
ど
を
正
規
の
評
価
所
で
処
理
す
る
と
支
出
銀
が
過
大
と
な
る
こ
と
や
、
ま
た
後
世
の
支
障
に
な
る
と
の
理
由
か
ら
前
回
の
戌
冠
船

（
鱒
）

時
〈
一
八
三
八
年
）
と
同
じ
よ
う
に
脇
評
価
所
を
設
置
し
、
内
々
に
買
い
取
る
方
法
を
採
っ
て
い
た
（
以
下
、
月
日
の
み
を
記
す
）
。

以
下
に
お
い
て
貿
易
の
具
体
相
を
検
討
し
て
み
た
い
。

〈
”
）

評
価
貿
易
の
開
始
は
「
開
館
」
と
称
さ
れ
、
冠
船
の
入
港
後
し
ば
ら
く
経
っ
た
八
月
一
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
頭
号
船
・

二
号
船
船
主
の
邸
大
順
・
金
振
茂
ら
か
ら
貿
易
品
の
リ
ス
ト
（
清
冊
）
が
琉
球
側
の
評
価
方
（
評
価
司
）
へ
提
出
さ
れ
、
そ
の
点
検
。

た
。 琉
球
に
お
け
る
評
価
貿
易
の
形
態
は
、
大
ま
か
に
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ま
ず
冠
船
の
「
清
冊
」
（
Ⅱ
交
易
品
リ
ス
ト
）

を
船
主
ら
（
唐
人
側
）
が
提
出
し
、
そ
の
リ
ス
ト
に
琉
球
側
の
評
価
役
人
ら
が
価
格
を
付
け
、
そ
の
価
格
を
め
ぐ
っ
て
双
方
が
納
得
な

い
し
妥
協
す
る
ま
で
何
度
も
価
格
交
渉
が
く
り
返
し
行
な
わ
れ
、
双
方
の
合
意
の
後
、
買
い
上
げ
る
と
言
う
よ
う
な
貿
易
形
態
で
あ
っ

（
弱
）

を
用
い
て
分
析
す
る
。

－
「
評
価
」
交
渉
開
始
時
の
状
況

同
治
五
年
（
一
八
六
六
）
六
月
一
二
日
に
来
航
し
た
冊
封
使
節
団
（
正
使
趨
新
、
副
使
干
光
甲
ら
）
の
冠
船
貿
易
の
実
体
に
つ
い
て
、

以
下
、
主
に
「
寅
の
冠
船
」
と
呼
称
さ
れ
た
尚
泰
冊
封
時
の
「
冠
船
一
一
付
評
価
方
日
記
」
同
拾
一
一
丁
同
六
年
（
一
八
六
四
’
六
七
年
）

隠
す
た
め
の
何
重
も
の
ガ
ー
ド
が
、
琉
球
・
薩
摩
合
意
の
上
で
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
四
節
冊
封
使
節
一
行
に
よ
る
搬
入
商
品
の
交
渉
過
程
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調
査
を
経
て
回
答
が
八
月
十
日
に
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
琉
球
側
が
値
を
付
け
た
「
代
付
帳
」
に
不
満
を
示
し
た
船
主
・
師
爺
ら
十
四

人
は
評
価
館
へ
出
向
き
、
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
「
船
主
以
下
唐
人
等
者
専
為
冊
封
遠
海
罷
渡
、
勿
論
此
節
者
積
荷
物
太
分
濡

廃
相
成
、
及
迷
惑
居
候
間
害
憐
感
を
以
、
下
値
之
品
々
者
代
上
い
た
し
代
付
帳
一
一
相
直
し
、
明
日
限
可
差
出
旨
、
両
勅
使
様
よ
り
被

御
過
候
」
と
、
も
っ
ぱ
ら
冊
封
の
た
め
に
遠
海
を
渡
航
し
て
き
た
た
め
多
く
の
潮
濡
れ
や
廃
れ
品
が
生
じ
て
い
る
が
、
憐
燗
を
加
え
て

も
ら
う
よ
う
に
、
と
下
値
品
の
値
上
げ
を
要
求
し
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
評
価
司
は
、
「
代
付
帳
」
は
「
公
道
」
（
適
正
）
で
あ
る

が
、
冊
封
使
（
勅
使
）
の
要
請
で
も
あ
り
十
分
検
討
す
る
た
め
、
一
一
日
間
の
猶
予
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
船
主
ら
を
い
っ
た
ん
帰
し
た

２
冊
封
使
の
貿
易
関
与

評
価
貿
易
全
体
、
あ
る
い
は
価
格
交
渉
に
お
い
て
も
冊
封
便
は
深
く
関
与
し
て
い
た
。
中
国
側
の
苦
情
が
直
接
冊
封
便
か
ら
世
子
尚

（
記
）

泰
に
容
文
に
よ
っ
て
宛
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
問
題
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

容
文
拝
見
仕
候
得
者
、
頭
・
二
号
船
船
主
申
出
一
一
評
価
一
件
延
引
致
し
候
上
、
下
値
押
買
之
躰
、
評
価
方
よ
り
相
付
候
値
成
通

一
一
而
者
利
益
無
之
而
已
な
ら
す
、
買
元
代
よ
り
過
分
引
入
候
、
此
儀
屋
嘉
・
当
間
・
友
寄
・
玉
那
馴
・
漢
那
・
大
城
等
、
中
小

八
月
十
四
日
に
な
り
、
下
値
品
を
一
定
度
値
上
げ
し
た
帳
簿
を
冊
封
便
の
師
爺
へ
披
見
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
船
主
ら
は
納
得
し
な
い
で

あ
ろ
う
が
相
対
で
交
渉
す
る
よ
う
仁
と
指
示
し
て
き
た
。
評
価
館
で
の
交
渉
に
お
い
て
、
船
主
ら
は
全
商
品
の
値
上
げ
を
要
求
し
た
た

め
、
評
価
司
は
「
唐
（
Ⅱ
福
州
）
相
場
代
二
運
賃
・
諸
雑
費
差
引
、
外
一
一
一
一
一
四
分
宛
之
見
上
を
以
代
付
仕
候
間
持
帰
得
与
相
考
、
当

分
之
代
付
一
一
而
取
究
候
様
」
と
福
州
相
場
に
一
一
一
・
四
割
を
加
算
し
た
価
格
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
船
主
ら
九
人
は
「
終

怒
立
、
右
代
付
帳
茂
差
捨
罷
帰
候
」
と
初
回
の
価
格
交
渉
は
決
裂
し
た
（
八
月
十
四
日
条
）
。

が
、
冊
封
使
（
勅
使
）

（
八
月
十
二
日
条
）
。
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利
を
計
て
及
難
渋
等
之
由
候
間
、
評
価
官
二
諭
し
筋
て
公
道
二
値
成
相
付
侯
様
一
一
与
之
趣
（
後
略
）
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
八
月
十
五
日
条
）
。
摘
記
す
る
と
、
第
一
に
船
主
ら
の
申
請
に
対
し
て
価
格
交
渉
を
延
引
し
た
こ
と
、
第
二

に
低
価
格
で
「
押
し
買
い
」
の
有
様
で
あ
り
、
第
三
に
評
価
方
の
値
づ
け
で
は
利
益
が
無
い
ば
か
り
か
、
元
値
よ
り
も
低
い
こ
と
、
第

四
に
評
価
司
（
評
価
役
人
）
の
屋
嘉
・
当
間
・
友
寄
・
玉
那
覇
・
漢
那
・
大
城
等
に
よ
る
小
利
を
求
め
る
計
策
に
難
渋
し
て
い
る
こ
と
、

以
上
の
こ
と
か
ら
評
価
司
ら
に
対
し
て
世
子
の
戒
告
に
よ
っ
て
公
正
な
値
づ
け
を
行
う
よ
う
要
請
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
苦
情
に
対
し
て
評
価
方
か
ら
は
、
適
正
な
価
格
を
示
し
て
い
る
が
、
船
主
ら
と
の
相
対
に
よ
る
「
公
平
」
な
処
理
方
を
回
答

（
回
春
）
す
べ
し
と
の
案
が
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
間
も
な
く
同
十
五
日
に
は
、
冊
封
使
方
の
師
爺
を
通
じ
て
、
「
大
老
爺
」
等
が

天
使
館
へ
呼
び
付
け
ら
れ
た
た
め
、
評
価
奉
行
の
浦
崎
親
方
、
評
価
主
取
の
上
里
筑
登
之
親
雲
上
な
ど
七
名
の
主
立
っ
た
評
価
役
人
ら

が
天
使
館
へ
赴
い
た
。
そ
こ
で
は
、
冊
封
使
方
の
堂
官
ら
か
ら
、
昨
日
返
却
し
た
「
評
価
代
付
帳
」
の
－
々
を
値
上
げ
す
る
よ
う
に
、

と
船
主
ら
が
値
づ
け
た
貿
易
品
の
「
品
立
雷
」
四
冊
を
渡
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
回
答
を
明
日
ま
で
と
区
切
ら
れ
た
が
、
評
価
役
人
ら
は

一
一
、
三
日
の
猶
予
を
願
い
許
容
さ
れ
た
（
八
月
十
五
日
条
）
。
「
品
立
書
」
の
一
部
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

洋
参
之
事

水
角
之
事

一
児
面
一
百
六
十
五
隻
童
三
百
十
二
斤
八
両
毎
斤
慣
一
一
一
元
五
角

一
長
枝
大
洋
参
面
浄
一
百
六
十
三
斤
毎
斤
償
一
一
一
十
五
元

一
犀
角
面
十
九
隻
重
十
九
斤
十
二
両
毎
斤
償
六
十
元

上
愚
絲
浄
一
一
一
百
二
十
二
斤
足
鷹
番
債
毎
斤
一
一
十
元

官
給
貨
憤
単
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以
下
、
「
安
記
」
「
一
読
記
」
「
一
一
號
記
」
「
一
一
一
號
記
」
「
福
記
」
「
様
園
記
」
「
吉
字
號
」
「
趙
耀
齋
」
「
趙
胎
穀
」
「
林
竹
坪
」
「
下
騰
雲
」
「
梁

弼
星
」
》
」
と
に
貿
易
品
名
・
数
量
・
価
格
が
ま
と
め
ら
れ
、
さ
ら
に
「
丙
寅
仲
秋
星
字
號
貨
単
」
と
し
て
「
星
記
字
画
単
」
「
蒋
少
電
」
「
林

蓉
屏
」
「
張
福
」
「
潟
承
綏
」
「
鄭
景
星
」
「
楊
維
安
」
「
陳
様
園
」
「
金
在
鋳
」
「
趙
定
乾
豈
馬
繭
秋
」
「
王
夢
松
」
「
趙
蔭
堂
」
「
王
雍
齋
」
「
林
朗

人
」
「
林
鷺
丞
」
「
李
宜
庚
」
「
陳
夢
麟
」
「
余
福
」
「
鄭
衣
司
」
「
施
福
」
「
呉
厨
子
」
「
玉
字
號
」
「
彰
履
亭
」
「
希
記
」
「
泰
記
」
戸
」
と
に
、
同
じ

く
貿
易
品
名
お
よ
び
数
量
・
価
格
が
記
さ
れ
て
い
た
（
八
月
十
五
日
条
）
。

そ
の
後
、
冊
封
使
か
ら
の
圧
力
は
、
「
昨
日
（
八
月
二
十
一
日
）
、
問
安
之
時
、
勅
使
（
冊
封
使
）
様
よ
り
冊
封
御
日
柄
被
仰
渡
、

引
次
冠
船
一
一
相
懸
候
事
々
茂
差
急
、
惣
而
無
滞
致
弁
達
侯
様
」
に
と
「
問
安
」
（
ご
機
嫌
伺
い
）
に
訪
ね
て
き
た
一
一
一
司
官
ら
へ
伝
え

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
首
里
王
府
は
那
覇
に
詰
め
て
い
る
浜
比
嘉
親
方
へ
評
価
一
件
に
つ
い
て
は
火
急
に
処
理
す
る
よ
う
評
価
方
へ
通

達
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
（
八
月
一
一
十
二
日
条
）

さ
ら
に
、
九
月
一
日
に
は
評
価
奉
行
ら
に
対
し
て
冊
封
使
は
「
来
月
五
日
に
は
出
帆
の
予
定
で
あ
る
た
め
、
値
付
け
の
延
引
を
行
わ

な
い
よ
う
に
」
と
通
知
し
た
（
九
月
一
日
条
）
。
そ
し
て
、
九
月
五
日
に
は
天
使
館
東
門
に
「
告
示
」
を
掛
け
、
三
司
官
か
ら
評
価
役

人
ら
に
対
し
て
「
公
平
」
な
交
易
の
指
示
を
下
す
こ
と
を
求
め
る
船
主
（
唐
人
）
ら
の
稟
文
を
掲
げ
て
い
る
（
九
月
五
日
条
）
。

ま
た
、
同
十
日
に
も
評
価
奉
行
ら
を
呼
び
つ
け
て
、
冠
船
の
頭
号
船
・
二
号
船
の
船
主
ら
の
代
付
け
に
お
い
て
「
相
当
」
の
品
目
と

龍
脳
之
事

一
上
文
片
浄
二
百
十
六
斤

毎
斤
償
二
千
四
百
元

一
極
上
敬
瑁
二
十
掛

毎
斤
債
二
百
八
十
元

一
上
飛
瑁
三
十
五
掛
重
五
十
七
斤
十
一
一
両
毎
斤
償
一
百
元

〈
後
略
）

163



例
え
ば
、
八
月
二
十
四
日
に
、
冊
封
正
使
か
ら
高
麗
人
参
五
○
斤
程
を
内
々
に
買
い
取
る
よ
う
に
と
の
要
求
が
あ
り
、
そ
の
経
緯
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
要
請
を
受
け
た
評
価
方
で
は
、
北
京
宰
領
の
久
高
筑
登
之
に
そ
れ
ら
の
品
を
検
分
さ
せ
た
上
で
、
北
京

価
格
・
福
州
価
格
を
と
も
に
提
出
さ
せ
、
他
の
評
価
物
代
〈
福
州
相
場
）
に
準
拠
し
、
さ
ら
に
四
割
り
増
し
の
部
銀
の
加
算
を
協
議
し
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、
冊
封
使
の
使
い
と
し
て
や
っ
て
き
た
阿
口
通
事
は
、
他
の
評
価
物
と
同
じ
値
付
け
に
不
満
を
抱
き
、
こ
れ
で
は
冊

封
使
へ
返
答
は
困
難
で
あ
り
、
も
し
値
上
げ
が
叶
わ
な
い
な
ら
ば
、
即
座
に
他
の
高
官
へ
要
請
し
、
そ
れ
で
も
拒
否
さ
れ
る
な
ら
ば
首

里
へ
上
っ
て
で
も
要
求
す
る
、
と
発
言
し
た
。
そ
の
た
め
、
評
価
役
人
ら
は
ま
ず
浜
比
嘉
親
方
へ
相
談
し
、
「
御
座
」
（
Ⅱ
摂
政
・
三
司

官
）
の
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
と
な
り
、
結
局
「
致
代
上
候
ハ
、
御
取
請
宜
、
評
価
値
組
一
件
使
二
茂
可
相
成
、
此
万
代
付
外
二
三
百
枚
者

相
付
」
と
、
冊
封
使
の
心
証
を
よ
く
す
る
こ
と
で
、
今
後
の
値
組
交
渉
に
お
け
る
便
宜
を
期
待
し
て
、
評
価
方
で
の
値
付
け
に
三
○
○

枚
（
番
銭
Ⅱ
洋
銀
）
の
上
乗
せ
を
決
定
し
た
。
こ
の
処
理
に
よ
っ
て
右
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
落
着
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
処
理
方
法
が

他
の
「
唐
人
」
へ
知
れ
渡
る
と
評
価
物
代
付
け
の
障
害
と
な
る
こ
と
を
懸
念
し
、
阿
口
通
事
へ
口
止
め
策
を
講
じ
て
い
た
（
八
月
二
十
四

日
条
）
。
ま
た
、
九
月
五
日
に
は
、
評
価
奉
行
な
ど
を
天
使
館
へ
呼
び
寄
せ
、
一
昨
日
三
司
官
へ
渡
し
た
評
価
品
に
つ
い
て
早
々
に
値
上

「
不
相
当
」
の
品
目
が
あ
り
、
「
唐
相
場
」
に
詳
し
い
琉
球
役
人
に
よ
っ
て
十
分
吟
味
し
、
「
不
相
当
之
代
付
者
屹
与
代
上
を
以
早
々

差
出
」
す
よ
う
に
と
要
求
し
て
い
る
（
九
月
十
日
条
）
。

こ
の
よ
う
に
、
冊
封
使
か
ら
の
圧
力
が
し
ば
し
ば
か
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
た
。 ３
冊
封
使
・
弾
圧
官
ら
の
交
易
活
動

以
上
の
よ
う
に
、
冊
封
使
に
よ
る
評
価
貿
易
へ
の
関
与
ば
か
り
で
な
く
、
彼
ら
の
交
易
品
を
直
接
買
い
上
げ
る
よ
う
働
き
か
け
て
も
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ま
た
、
都
司
か
ら
は
、
九
月
十
七
日
に
「
極
内
分
よ
り
致
繰
替
呉
り
度
」
と
し
て
「
藍
繍
二
十
疋
／
氷
片
二
十
斤
半
／
犀
角
二
斤
半
／

飽
魚
七
十
斤
／
魚
翅
三
十
斤
」
な
ど
八
品
目
を
提
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
都
司
の
要
請
は
「
極
内
分
二
申
出
二
而
、
御
仮
屋

方
江
者
御
届
不
申
上
候
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
御
仮
屋
方
」
（
Ⅱ
薩
摩
の
在
番
奉
行
）
へ
は
報
告
さ
れ
ず
、
極
秘
に
処
理
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
（
九
月
十
七
日
条
）
。

遊
撃
か
ら
も
「
白
夏
布
十
正
／
頂
細
緑
茶
五
箱
／
銀
殊
一
千
除
両
」
等
を
「
内
々
」
で
買
い
上
げ
る
よ
う
に
と
要
求
さ
れ
、
郡
司
同

様
に
在
番
奉
行
へ
は
報
告
し
な
い
形
で
の
処
理
を
行
っ
て
い
る
（
九
月
十
九
日
条
）
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
十
月
二
日
の
交
渉
に
お
い
て
も
再
度
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
際
、
冊
封
使
・
遊
撃
・
都
司
等
か
ら
の
要
請
は
、
次

に
示
す
よ
う
に
興
味
深
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
（
十
月
二
日
条
）
。

正
使
様
御
物
高
麗
五
拾
斤
、
其
外
遊
撃
・
都
司
・
師
爺
共
之
内
よ
り
茂
各
自
分
物
極
内
分
よ
り
申
頼
懸
り
候
付
、
評
価
値
組
早

ク
相
片
付
侯
取
計
之
為
、
一
統
之
品
よ
り
代
上
置
候
茂
段
々
有
之
、
勿
論
、
遊
撃
・
都
司
一
一
巻
評
価
物
持
渡
筈
一
一
而
無
之
候
間
、

頂
上
烏
龍
茶
弐
百
八
拾
肋
英
弐

肋
毎
肋
英
参
拾
九
元
」
ま
で

し
出
し
て
い
た
（
九
月
九
日
条
）
。

げ
を
し
て
提
出
す
る
よ
う
に
、
と
評
価
役
人
の
松
本
親
雲
上
へ
伝
え
る
（
九
月
五
日
条
）
な
ど
、
交
易
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
交
易
行
為
以
外
に
、
前
記
の
大
量
の
「
官
鮒
貨
物
」
そ
の
も
の
が
冊
封
正
副
使
等
が
持
ち
込
ん
だ
交
易
品
と
し
て
考
え

（
酌
）

ら
れ
る
。
そ
の
交
易
ロ
叩
の
価
格
交
渉
に
冊
封
便
自
身
が
前
面
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
冊
封
使
の
側
近
的
存
在
で
あ
る
師
爺
等
を

通
じ
て
指
示
を
与
え
て
い
た
点
は
、
後
述
す
る
通
り
で
あ
る
。

弾
圧
官
に
よ
る
交
易
行
為
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
弾
圧
官
か
ら
九
月
九
日
に
「
頂
上
清
明
茶
壱
百
五
拾
肋
英
壱
元
／

頂
上
烏
龍
茶
弐
百
八
拾
肋
英
弐
元
／
頂
上
羊
山
茶
壱
拾
五
肋
／
大
號
黄
衣
針
八
蕊
九
千
条
毎
百
条
英
弐
角
」
以
下
「
高
願
参
半

肋
毎
肋
英
参
拾
九
元
」
ま
で
の
十
六
件
を
英
番
銭
で
一
、
三
一
一
一
元
六
角
余
で
買
い
上
げ
る
よ
う
に
「
品
立
薔
」
を
作
成
し
て
差
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４
船
主
ら
と
の
交
渉
過
程

冊
封
使
や
弾
圧
官
ら
と
の
交
渉
は
以
上
に
見
る
よ
う
に
複
雑
か
つ
処
理
が
困
難
で
あ
っ
た
が
、
船
主
ら
と
の
価
格
交
渉
も
ま
た
容
易

で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
問
題
を
以
下
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

八
月
十
六
日
に
、
頭
号
船
・
二
号
船
の
船
主
ら
五
人
へ
評
価
方
で
値
づ
け
た
「
代
付
帳
」
を
渡
し
た
と
こ
ろ
、
船
主
ら
は
「
少
々
宛

之
利
潤
之
品
茂
有
之
候
得
共
、
多
分
者
買
元
代
引
足
不
申
品
段
々
有
之
候
」
と
多
少
の
値
上
げ
は
見
ら
れ
る
が
、
大
部
分
は
元
値
に

も
及
ば
な
い
と
不
満
を
示
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
評
価
方
役
人
は
、
福
州
相
場
に
諸
雑
費
を
引
い
た
上
で
相
応
の
銀
額
を
上
乗
せ
し
て

極
隠
密
一
一
取
計
呉
候
様
、
訳
而
御
頼
茂
有
之
候
（
後
略
）
、

右
に
よ
る
と
、
価
格
交
渉
を
早
期
に
解
決
す
る
た
め
に
特
別
に
通
常
の
交
易
品
以
上
の
値
づ
け
を
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
本
来
、

遊
撃
・
都
司
の
中
国
官
人
ら
は
評
価
物
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
携
帯
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
た
め

「
極
く
隠
密
」
の
処
理
を
依
頼
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
釦
）

こ
の
こ
と
は
、
遊
撃
・
都
司
ら
が
琉
球
に
お
い
て
表
向
き
交
易
す
る
こ
と
を
中
国
当
局
か
ら
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
符
合
す
る
。

そ
の
た
め
公
然
と
交
易
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
遊
撃
・
都
司
ら
は
、
「
隠
密
」
に
琉
球
側
へ
働
き
か
け
、
そ
れ
に
対
し
て
首
里
王
府
側

も
評
価
物
の
価
格
交
渉
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
配
慮
か
ら
黙
認
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
冊
封
使
・
遊
撃
・
都
司
ら
と
の
交
易
活
動
を

薩
摩
側
へ
露
見
さ
れ
な
い
た
め
の
隠
蔽
工
作
も
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
薩
摩
側
へ
の
交
易
決
算
書
で
も
あ
る
「
冠
船
付
評
価

物
買
立
帳
」
に
記
載
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
右
の
「
買
立
帳
」
等
の
表
向
き
の
帳
簿
類
に
よ
る
分
析
だ
け
で
は
、

評
価
貿
易
の
全
体
像
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
と
言
え
よ
う
。
本
稿
で
は
、
交
易
品
全
体
の
数
量
的
分
析
は
割
愛
し
た
が
、
旧

来
の
研
究
で
は
右
の
問
題
点
は
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
た
め
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
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お
り
、
そ
れ
で
値
決
め
を
し
て
ほ
し
い
、
と
以
前
の
回
答
を
く
り
返
す
と
、
船
主
ら
は
十
分
検
討
し
て
返
答
す
る
と
し
た
た
め
、
そ
の

日
の
折
衝
は
終
了
し
た
（
八
月
十
六
日
条
）
。

翌
十
七
日
、
船
主
ら
は
、
交
易
用
の
諸
反
布
の
中
に
潮
濡
れ
等
の
品
が
あ
る
た
め
早
々
に
検
査
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
き
た
。
そ
の

た
め
、
評
価
中
取
・
同
係
・
五
主
役
ら
が
出
向
き
、
船
主
ら
十
名
の
立
ち
会
い
の
下
で
シ
ミ
（
識
）
入
り
や
疵
物
な
ど
を
選
り
分
け
て
封

印
す
る
作
業
を
翌
日
ま
で
行
っ
て
い
る
（
八
月
十
七
日
。
十
八
日
条
）
。

そ
し
て
、
同
十
八
日
に
は
、
冊
封
便
か
ら
値
づ
け
状
況
を
催
促
さ
れ
た
評
価
方
で
は
、
船
主
ら
の
要
求
す
る
価
格
と
冊
封
使
方
か
ら

の
価
格
を
合
算
す
る
と
琉
球
側
の
準
備
銀
を
大
幅
に
上
ま
わ
る
と
し
て
、
そ
の
弁
明
策
と
し
て
不
足
分
は
「
国
中
の
有
財
者
」
に
買
い
取

ら
せ
る
の
で
し
ば
ら
く
値
づ
け
を
待
つ
よ
う
に
と
返
答
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
師
爺
ら
は
、
冊
封
使
ら
の
商
品
を
押
し
付
け
て
、
値
づ

け
は
後
廻
し
で
よ
い
が
、
即
座
に
商
品
の
検
査
に
取
り
か
か
る
よ
う
強
要
し
た
た
め
、
評
価
役
人
ら
は
仕
方
な
く
検
査
を
行
っ
た
（
八
月

十
八
日
条
）
。

八
月
一
一
十
一
日
に
は
、
冊
封
使
ら
が
滞
在
し
て
い
る
天
使
館
の
ほ
ど
近
く
に
位
置
す
る
「
親
見
世
」
へ
「
唐
人
」
ら
の
多
く
が
詰
め

か
け
て
き
た
・
同
所
は
冊
封
使
一
行
の
滞
在
中
、
評
価
所
と
し
て
交
易
を
取
り
扱
う
臨
時
の
施
設
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
以
前

に
渡
し
て
い
た
「
貨
冊
代
付
」
を
早
々
に
行
う
よ
う
に
、
と
の
要
請
に
押
し
か
け
て
き
て
い
た
。
評
価
役
人
ら
は
、
大
量
の
交
易
品
を

公
司
（
Ⅱ
評
価
方
）
の
準
備
銀
で
は
不
足
す
る
た
め
明
日
ま
で
待
つ
よ
う
に
と
返
答
し
た
が
、
唐
人
ら
は
「
以
の
外
、
怒
り
立
ち
」
、

今
日
中
に
手
渡
す
よ
う
仁
と
主
張
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。
評
価
役
人
ら
の
「
買
い
手
を
差
し
置
い
て
代
付
け
を
す
る
こ
と
は
困
難
ゆ
え
、

是
非
待
つ
よ
う
に
」
と
の
説
得
に
も
か
か
わ
ら
ず
承
諾
し
な
い
た
め
、
評
価
役
人
ら
は
浜
比
嘉
親
方
と
相
談
の
上
で
、
夕
方
頃
に
出
来

上
が
っ
た
と
し
て
「
貨
冊
代
付
」
を
手
渡
し
て
い
る
（
八
月
二
十
一
日
条
）
。
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５
高
額
品
目
の
交
渉
問
題

琉
球
側
は
評
価
貿
易
に
お
い
て
高
価
な
商
品
の
取
引
を
当
初
か
ら
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
冊
封
使
渡
来
以
前

か
ら
福
州
に
お
い
て
水
面
下
の
事
前
交
渉
を
琉
球
側
は
展
開
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
琉
球
側
の
働
き
か
け
は
あ
ま
り
効
果
が
な
く
、
琉
球
側
が
懸
念
し
た
高
額
商
品
が
評
価
物
と
し
て
琉
球
に
持
ち
込

ま
れ
て
い
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
敢
瑁
、
取
瑁
爪
、
鴎
香
、
龍
脳
、
肉
桂
な
ど
で
あ
る
。

首
里
王
府
の
評
定
所
は
、
八
月
二
十
一
日
、
評
価
主
取
の
上
里
筑
登
之
親
雲
上
を
呼
び
寄
せ
、
唐
人
ら
の
「
申
立
書
」
の
中
に

「
（
飛
瑁
）
甲
・
同
爪
。
鴎
香
・
龍
脳
・
肉
桂
」
な
ど
の
高
額
品
が
見
え
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
他
無
用
の
商
品
は
評
価
方
で
協
議
し
て

返
却
す
る
よ
う
に
と
指
示
を
与
え
て
い
る
（
八
月
一
一
十
一
日
条
）
。

ま
た
、
後
日
、
上
記
の
商
品
の
返
却
が
困
難
な
ら
、
そ
の
点
を
も
検
討
す
る
よ
う
と
の
指
示
を
受
け
た
評
価
方
で
は
球
瑁
な
ど
の
高

額
商
品
の
代
銀
を
含
め
て
算
出
し
た
「
代
賦
帳
」
を
評
価
方
の
上
里
・
亀
山
ら
が
首
里
城
へ
持
参
し
て
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
王
府
の
準

備
銀
（
御
手
当
銀
）
で
対
応
方
は
ほ
ぼ
可
能
と
し
て
、
不
用
品
は
な
る
べ
く
返
却
さ
せ
、
取
瑁
・
同
爪
・
磨
香
・
龍
脳
・
肉
桂
な
ど
を

取
り
入
れ
る
方
針
に
傾
い
た
（
八
月
二
十
四
日
条
）
。

そ
の
た
め
、
評
価
方
で
は
、
さ
ら
に
以
下
の
「
覚
」
を
提
出
し
て
必
要
量
を
目
算
で
算
出
し
て
い
る
（
八
月
二
十
八
日
条
）
。

一
同
は
さ
、
九
拾
三
斤
、

｜
肉
桂
、
四
百
八
拾
斤
二
合
八
勺
壱
才
、

但
、
禿
少
有
之
候
上
、
気
味
去
り
易
物
一
一
而
大
分
御
取
入
相
成
候
而
者
不
用
相
成
候
間
、
四
分
壱
御
取
入
、
余
者
差
返
候
様
、

｜
飛
瑁
、
一
一
百
三
拾
六
斤
七
合
六
才
、

覚
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但
、
禿
少
有
之
候
間
、
半
方
程
者
差
返
候
様
、

右
本
行
、
但
書
之
通
可
成
程
相
談
を
以
差
返
候
様
被
仰
付
度
事
、

八
月
廿
八
日

評
価
方

す
な
わ
ち
、
①
肉
桂
四
八
○
斤
余
は
、
キ
ズ
（
禿
）
が
少
し
見
ら
れ
、
香
り
（
気
味
）
が
失
わ
れ
や
す
い
品
で
大
量
購
入
は
宜
し
く

な
い
た
め
、
四
分
の
一
ほ
ど
を
購
入
し
、
他
は
返
却
す
る
こ
と
。
②
飛
瑁
一
一
一
一
一
六
斤
、
同
ぱ
さ
（
飛
瑁
裾
）
九
一
一
一
斤
、
同
爪
八
一
斤
は
、

売
却
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
半
分
は
返
却
す
る
こ
と
。
③
鴎
香
五
斤
は
、
キ
ズ
が
少
し
あ
り
品
質
不
良
の
た
め
返
却
す
る
こ
と
。
④
燕

子
（
燕
窩
）
六
○
斤
は
、
キ
ズ
が
少
し
あ
り
半
分
は
返
却
す
る
こ
と
。
以
上
を
評
定
所
へ
上
申
し
た
と
こ
ろ
、
「
弥
其
通
可
取
計
」
と

了
承
さ
れ
、
評
価
方
の
方
針
で
臨
む
こ
と
が
確
定
し
た
。

し
か
し
、
首
里
王
府
の
こ
の
よ
う
な
方
針
が
貫
徹
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
購
入
の
実
体
は
必
ず
し
も
王

府
・
評
価
方
の
方
針
通
り
に
は
進
展
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
な
交
渉
過
程
は
現
在
の
史
料
状
況
で
は
不
明
で
あ
る
が
、
少

（
皿
）

な
く
と
も
「
冠
船
付
評
価
買
立
帳
」
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
肉
桂
Ⅱ
一
一
一
一
○
斤
余
、
飛
瑁
Ⅱ
二
一
一
一
九
、

九
斤
余
、
飛
瑁
裾
Ⅱ
六
○
斤
余
、
吠
瑁
爪
Ⅱ
一
○
一
、
六
斤
余
、
燕
子
（
燕
窩
Ⅱ
燕
の
巣
）
Ⅱ
五
五
斤
余
な
い
し
五
七
斤
余
を
買
い
上

げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
評
価
方
の
当
初
の
思
惑
と
は
、
ほ
ど
遠
い
結
果
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

但
、
禿
少
有
一

一
燕
子
、
六
拾
斤
、

一
同
爪
、
八
拾
壱
斤
、

但
、
三
行
禿
少
御
払
方
差
支
申
筈
候
間
、
是
又
半
分
丈
考
差
返
候
様
、

一
欝
香
、
五
斤
壱
合
七
勺
五
才
、

禿
少
有
之
候
上
、
位
不
宜
品
一
一
候
間
、
差
返
候
様
、
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６
「
加
弐
」
（
二
割
増
し
）
を
め
ぐ
る
価
格
交
渉

八
月
二
十
七
日
、
首
里
城
で
冊
封
の
儀
式
が
挙
行
さ
れ
、
世
子
尚
泰
は
晴
れ
て
国
王
と
な
っ
た
。
冊
封
儀
礼
を
首
尾
よ
く
済
ま
せ
た

尚
泰
王
は
、
「
御
満
悦
」
で
関
係
役
人
ら
へ
褒
美
を
与
え
る
旨
を
布
達
し
て
い
た
（
八
月
一
一
十
九
日
条
）
。

そ
の
一
方
、
那
覇
で
の
評
価
交
渉
は
緊
迫
し
た
事
態
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
天
使
館
内
の
中
国
人
ら
が
こ
れ
ま
で
の
評
価
物

代
付
け
に
強
い
不
満
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
脇
評
価
所
の
施
設
と
さ
れ
て
い
た
西
村
の
山
口
筑
登
之
親
雲
上
の
住

宅
で
代
付
帳
を
手
渡
し
た
と
こ
ろ
、
「
都
て
の
品
々
不
都
合
の
代
付
け
と
申
し
、
甚
だ
怒
り
立
ち
、
中
取
玉
那
覇
筑
登
之
親
雲
上
・
同
当

間
筑
登
之
親
雲
上
両
人
、
（
天
使
）
館
屋
内
、
掌
案
詰
め
所
へ
引
き
参
り
、
馬
夫
ど
も
皮
鞭
井
に
鎖
な
ど
持
ち
来
た
り
、
威
し
付
け
、
き
っ

と
代
上
げ
致
す
可
し
」
と
激
し
い
威
嚇
行
動
に
出
て
き
た
。
玉
那
覇
ら
は
公
司
（
Ⅱ
評
価
方
）
の
指
示
に
従
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
以
上
の

値
上
げ
は
不
可
能
で
あ
る
と
反
論
し
た
が
、
唐
人
ら
の
怒
り
は
収
ま
ら
ず
一
一
人
を
非
難
す
る
だ
け
で
な
く
拘
束
し
よ
う
と
す
る
挙
動
に

出
た
も
の
の
、
そ
の
場
は
阿
口
通
事
の
取
り
な
し
で
無
事
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
八
月
二
十
九
日
条
）
。
そ
の
た
め
、
王
府
側

は
、
唐
人
ら
の
怒
り
や
圧
力
を
こ
れ
ま
で
の
弁
明
で
切
り
抜
け
る
こ
と
は
困
難
と
見
て
、
次
の
よ
う
な
対
処
策
を
講
じ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
第
一
は
冊
封
使
ら
の
高
官
に
銀
一
○
○
貫
目
を
上
乗
せ
し
て
支
払
う
こ
と
で
、
船
主
・
水
主
ら
の
評
価
物
と
冊
封
正
副
使
等
の

評
価
物
（
官
鎗
貨
物
）
を
分
断
し
、
価
格
交
渉
を
有
利
に
進
め
る
方
策
で
あ
り
、
第
二
は
「
加
弐
」
（
価
格
の
一
一
割
増
し
）
策
で
あ
る
。

第
一
の
方
策
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
九
月
一
日
、
天
使
館
か
ら
評
価
奉
行
・
役
々
が
呼
び
出
さ
れ
、
評
価
物
代

上
げ
を
冊
封
使
か
ら
要
請
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
琉
球
側
は
、
「
先
だ
っ
て
の
評
価
代
付
帳
は
唐
（
福
州
）
で
の
買
本
（
価
格
）
に
運

賃
・
諸
雑
費
を
付
け
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
四
、
五
割
の
部
銀
を
も
加
え
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
以
上
の
値
上
げ
は
、
琉
球
の
国
力
で
は
不
可

能
で
あ
り
、
十
分
に
吟
味
し
て
ほ
し
い
」
と
し
て
、
そ
の
場
を
引
き
上
げ
た
。
し
か
し
、
冊
封
使
は
「
問
安
」
に
訪
れ
て
き
た
与
那
原
親
方
に
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対
し
て
評
価
物
の
値
上
げ
措
置
を
採
る
よ
う
要
求
し
た
た
め
、
与
那
原
は
評
価
役
人
へ
そ
の
旨
の
指
示
を
下
す
こ
と
を
約
束
し
た
。

与
那
原
は
、
こ
の
膠
着
し
た
価
格
交
渉
の
打
開
策
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
価
格
に
銀
一
○
○
貫
目
を
余
計
に
支
払
う
案
を
評
価
役
人

ら
へ
検
討
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
評
価
方
は
次
の
よ
う
な
対
案
を
提
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
琉
球
側
の
代
付
け
は
相
応
な
も
の
で
あ
り
、
銀

一
○
○
貫
目
の
上
乗
せ
は
差
し
控
え
、
琉
球
側
の
価
格
を
冊
封
使
が
了
承
し
て
も
ら
え
る
な
ら
ば
、
正
副
使
ら
へ
相
応
の
「
御
礼
銀
」

を
差
し
上
げ
る
用
意
が
あ
る
と
、
内
々
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
御
礼
銀
」
の
内
容
は
、
具
体
的
に
は
、
正
副
使
へ
そ
れ
ぞ

れ
各
番
銭
一
一
、
○
○
○
枚
づ
つ
、
左
右
の
師
爺
と
一
一
一
々
へ
番
銭
一
、
○
○
○
枚
づ
つ
、
合
計
番
銭
七
、
○
○
○
枚
が
提
示
さ
れ
た
。
し

か
し
、
王
府
側
は
結
局
、
当
初
の
案
通
り
銀
一
○
○
貫
目
の
上
乗
せ
に
よ
る
分
断
策
で
交
渉
す
る
こ
と
を
決
定
し
（
九
月
一
日
条
「

そ
の
方
針
で
臨
ん
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
冊
封
使
側
の
拒
否
に
逢
い
、
そ
の
交
渉
は
あ
え
な
く
失
敗
し
た
（
九
月
三
日
条
）
。

再
三
に
わ
た
っ
て
、
冊
封
使
か
ら
早
々
の
値
上
げ
要
請
を
受
け
た
王
府
側
は
次
の
方
策
を
講
じ
た
。
そ
れ
が
「
加
弐
」
す
な
わ
ち

「
価
格
の
一
一
割
増
し
」
で
あ
る
。
九
月
十
一
日
、
評
価
役
人
ら
は
首
里
城
へ
呼
び
出
さ
れ
、
先
例
の
「
加
弐
」
を
諮
問
さ
れ
た
。
そ
れ

に
対
す
る
返
答
は
、
「
現
在
、
天
使
館
内
の
唐
人
と
の
評
価
代
付
け
も
決
着
し
て
お
ら
ず
、
船
主
ら
へ
評
価
物
に
加
弐
を
付
け
る
こ
と

が
伝
わ
る
と
、
そ
れ
に
応
じ
て
値
上
げ
を
要
求
し
て
く
る
こ
と
が
十
分
予
想
さ
れ
る
。
ま
ず
加
弐
の
沙
汰
は
控
え
る
ほ
う
が
よ
い
」
と

言
う
も
の
で
あ
っ
た
（
九
月
十
一
日
条
）
。
翌
日
、
首
里
王
府
側
は
、
「
加
弐
」
は
船
主
ら
の
評
価
物
だ
け
に
付
け
る
先
例
と
な
っ
て

お
り
、
天
使
館
内
の
唐
人
ら
へ
伝
わ
っ
て
も
支
障
は
な
い
、
と
し
て
「
加
弐
」
一
件
と
船
主
ら
へ
の
通
達
を
ほ
ぼ
決
定
し
た
が
、
評
価

方
で
の
支
障
の
有
無
を
協
議
し
て
回
答
す
る
よ
う
に
と
伝
え
た
（
八
月
十
一
百
条
）
。

そ
の
た
め
、
翌
日
、
評
価
方
で
は
「
加
弐
」
の
一
件
に
つ
い
て
、
天
使
館
内
の
唐
人
か
ら
代
上
げ
を
要
求
さ
れ
る
と
交
渉
が
長
引
く

と
し
て
、
阿
口
通
事
の
王
乗
謙
を
呼
び
寄
せ
て
次
の
よ
う
な
交
渉
を
行
っ
た
。
評
価
役
人
ら
は
、
一
○
○
貫
目
の
残
銀
で
値
上
げ
を
し
、

さ
ら
に
先
例
の
「
加
弐
」
を
実
施
す
る
の
で
、
価
格
交
渉
を
速
や
か
に
処
理
す
る
よ
う
に
と
持
ち
か
け
た
。
そ
れ
に
対
し
て
阿
口
通
事
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<表６〉 は
、
「
加
弐
」
を
実
施
す
る
な
ら
一
○
○
貫
目
の
残
銀
に
よ
る
代
上
げ
は
不
用
で
あ
り
、
万
一
、
天
使
館
内
か
ら
不
満
が
出
た
と
き
の

補
填
に
す
べ
き
で
あ
る
と
逆
に
助
言
を
与
え
て
い
た
。
船
主
。
水
主
ら
の
評
価
物
へ
「
加
弐
」
を
実
施
す
る
と
の
決
定
に
阿
口
通
事
は

「
喜
悦
の
体
」
で
あ
っ
た
（
九
月
十
三
日
条
）
。

「
加
弐
」
実
施
の
報
が
伝
わ
る
と
、
予
想
通
り
天
使
館
内
の
中
国
人
ら
は
、
船
主
・
水
夫
の
貨
物
と
同
様
に
「
官
臆
各
貨
物
」
に
も

「
加
弐
」
を
要
求
し
て
き
た
。
し
か
し
、
評
価
役
人
ら
一
一
人
は
天
使
館
に
直
接
出
向
き
、
阿
口
通
事
へ
船
主
・
水
主
の
荷
物
以
外
に

７
評
価
物
の
銀
子
換
算
問
題

評
価
物
の
価
格
付
け
は
「
票
番
銭
」
で
行
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
古
銀
（
紋
銀
）
と
の
換
算
率
が
大
き
な
問

題
で
あ
っ
た
。
十
月
十
七
日
、
評
価
役
人
ら
は
天
使
館
へ
赴
き
師
爺
ら
と
協
議
し
て
い
る
。
琉
球
側
は
「
当
年
の

三
月
か
ら
四
月
ま
で
の
唐
（
福
州
）
相
場
に
基
づ
い
て
、
銀
子
一
貫
目
に
票
番
銭
一
一
一
八
枚
」
と
し
て
、
現
番
銭

一
枚
に
票
番
銭
一
枚
七
厘
と
す
る
こ
と
を
提
示
し
た
が
、
「
引
き
合
い
代
、
余
り
に
高
値
」
と
し
て
拒
否
さ
れ
、

そ
の
日
の
交
渉
は
不
発
に
終
わ
っ
た
（
十
月
十
七
日
条
）
。

同
十
九
日
に
評
価
役
人
ら
は
浜
比
嘉
親
方
と
相
談
し
、
銀
子
一
貫
目
に
票
番
銭
一
枚
六
厘
と
す
る
案
を
再
度
師

爺
ら
に
持
ち
か
け
た
。
し
か
し
、
師
爺
ら
は
銀
子
一
貫
目
に
票
番
銭
二
五
枚
、
現
番
銭
一
枚
に
付
き
一
枚
二
厘
、

と
引
き
下
げ
案
を
対
置
し
た
た
め
そ
の
日
の
交
渉
も
成
立
し
な
か
っ
た
。
表
６
は
そ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

て
き
た
。
し
か
し
、
評
価
役
人
ら
一
一
人
は
天
使
館
に
直
接
出
向
き
、
阿
口
通
事
へ
船
主
・
水
主
の
荷
物
以
外
に

「
加
弐
」
の
先
例
は
な
い
、
と
強
く
主
張
す
る
よ
う
に
通
告
し
た
（
九
月
十
六
日
条
）
。
そ
の
後
、
唐
人
十
四
、

五
人
が
押
し
掛
け
て
「
加
弐
」
の
措
置
を
要
求
し
て
き
た
際
も
、
同
様
に
「
先
例
な
し
」
と
し
て
押
し
切
っ
て
い

る
（
九
月
二
十
九
日
条
）
。
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冊
封
便
か
ら
銀
子
の
換
算
率
を
早
急
に
解
決
す
る
よ
う
要
請
を
受
け
、
十
月
二
十
一
日
、
三
度
目
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
銀
子
一
貫

目
に
付
き
票
番
銭
一
二
四
枚
、
現
番
銭
一
枚
に
票
番
銭
一
枚
四
厘
、
と
琉
球
側
が
提
示
し
た
と
こ
ろ
、
唐
人
側
は
「
以
て
の
外
怒
り
立

ち
、
段
々
利
（
理
）
不
尽
」
ば
か
り
を
申
し
懸
け
る
と
同
意
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
王
府
側
は
「
右
の
引
き
合
い
代
に
て
も
唐

換
金
相
場
よ
り
格
別
下
値
に
こ
れ
有
り
候
間
、
此
の
上
落
着
致
さ
ず
候
わ
ぱ
、
銀
子
相
封
に
て
持
ち
渡
り
、
唐
に
於

い
て
換
銭
を
以
て
決
算
致
す
可
く
」
と
強
く
反
論
し
た
。
銀
子
を
封
印
し
福
州
に
持
ち
込
み
福
州
相
場
で
決
算
し
て

も
よ
い
、
と
の
琉
球
側
の
強
行
な
姿
勢
に
冊
封
使
へ
の
指
示
を
仰
い
だ
師
爺
ら
は
、
古
銀
一
貫
目
に
票
番
銭
一
二
○

枚
、
現
番
銭
一
枚
に
票
番
銭
一
枚
三
厘
で
の
換
算
を
提
起
し
、
こ
れ
以
上
は
僅
か
な
値
上
げ
も
認
め
な
い
と
返
答
し

た
。
評
価
役
人
ら
は
浜
比
嘉
親
方
と
相
談
し
、
銀
一
貫
目
に
票
番
銭
一
二
二
枚
、
現
番
銭
一
枚
に
票
番
銭
一
枚
四
厘

で
の
換
算
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
、
当
初
は
「
怒
り
立
ち
候
体
」
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
琉
球
側
の
票
番
銭
一
二
十
７

一
一
枚
を
了
承
し
た
。
た
だ
し
、
番
銭
と
の
換
算
は
中
国
人
の
主
張
す
る
一
枚
一
一
一
厘
が
提
示
さ
れ
た
た
め
、
琉
球
側
も
ヨ

そ
れ
を
受
け
入
れ
、
相
互
に
「
面
議
定
」
（
証
拠
書
）
を
作
成
し
て
、
銀
子
換
算
問
題
は
解
決
し
た
（
十
月
一
一
十
一

日
条
）
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
７
で
あ
る
。

こ
の
銀
子
換
算
交
渉
に
お
い
て
、
琉
球
側
は
福
州
相
場
を
熟
知
し
て
い
た
た
め
、
福
州
へ
銀
子
を
持
ち
込
み
福
州

相
場
で
の
換
算
を
も
辞
さ
な
い
と
の
主
張
が
功
を
奏
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

旧
来
の
冠
船
貿
易
論
に
お
い
て
、
冊
封
使
一
行
が
琉
球
側
か
ら
買
い
取
る
問
題
を
議
論
し
た
も
の
は
な
い
。
も
つ

第
五
節
唐
人
に
よ
る
海
産
物
購
入
の
交
渉
過
程

<喪７＞
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ば
ら
冊
封
使
ら
が
琉
球
に
持
ち
込
む
交
易
商
品
に
の
み
分
析
が
注
が
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
琉
球
側
か
ら
の
購
入

問
題
を
欠
落
さ
せ
し
ま
っ
て
は
、
冠
船
貿
易
の
半
面
を
明
ら
か
に
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
よ
う
。

冊
封
便
一
行
が
琉
球
側
か
ら
購
入
す
る
昆
布
・
カ
ソ
テ
ソ
（
干
藻
）
等
へ
の
代
付
け
状
況
を
要
求
し
た
最
初
は
、
九
月
十
五
日
で
あ

る
。
評
価
方
で
は
浜
比
嘉
親
方
と
相
談
を
し
た
上
で
、
福
州
相
場
よ
り
も
下
値
に
付
け
て
い
る
と
返
答
し
、
次
の
よ
う
な
価
格
を
回
答

し
た
が
、
そ
の
価
格
は
高
値
で
あ
る
と
し
て
、
再
度
相
応
の
代
付
け
を
行
う
よ
う
に
と
の
要
求
が
九
月
十
九
日
に
な
さ
れ
た
。
そ
の
た

め
、
九
月
二
十
日
に
票
番
銭
を
約
二
枚
分
引
き
下
げ
る
案
を
提
起
し
た
。
そ
れ
を
示
し
た
の
が
表
８
で
あ
る
。

<表８＞

二
枚
分
引
き
下
げ
る
案
を
提
起
し
た
。
そ
れ
を
示
し
た
の
が
表
８
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
船
主
ら
か
ら
の
回
答
が
し
ば
ら
く
途
絶
え
て
い
た
た
め
、
十
月
十
二
日
に
な
っ
て
価

格
の
案
件
を
連
絡
し
た
と
こ
ろ
、
船
主
ら
は
値
下
げ
を
要
望
し
、
冠
船
の
帰
国
ま
で
に
時
日
の
余
裕

が
な
い
、
と
し
て
荷
造
り
料
を
含
め
て
提
出
す
る
こ
と
を
返
答
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
表
９
の
よ
う

な
換
算
率
が
評
価
方
か
ら
伝
え
ら
れ
た
（
十
月
十
二
日
条
）
。
と
こ
ろ
が
、
翌
日
に
船
主
方
は
、
こ

れ
以
上
の
交
渉
の
延
引
を
受
け
付
け
な
い
と
回
答
し
て
き
た
、
さ
ら
に
帰
帆
間
際
で
と
い
う
制
約
か

ら
結
局
、
評
価
役
人
ら
は
価
格
引
き
上
げ
を
断
念
、
浜
比
嘉
親
方
・
与
那
原
親
方
ら
の
許
可
を
得
て
、

船
主
ら
へ
売
却
す
る
昆
布
等
の
価
格
交
渉
を
終
え
て
い
る
。
そ
の
交
渉
の
状
況
は
表
９
の
通
り
で
あ

る
（
十
月
十
三
日
条
）
。

ち
な
み
に
、
長
烏
参
は
飛
鳥
賊
、
梅
花
は
海
参
（
煎
海
鼠
）
、
へ
り
は
前
述
し
た
よ
う
に
艤
鰭
の

こ
と
で
あ
る
。
翌
十
四
日
か
ら
早
速
、
中
国
人
ら
へ
引
き
渡
す
品
々
が
御
用
意
新
御
蔵
か
ら
運
び
出

さ
れ
、
評
価
所
で
の
荷
造
り
が
始
ま
っ
た
（
十
月
十
四
日
条
）
。
翌
十
五
日
に
、
頭
号
船
船
主
へ
昆

布
三
万
斤
の
懸
け
渡
し
を
皮
切
り
に
、
同
十
六
日
に
は
頭
号
船
船
主
へ
干
藻
一
万
八
、
八
四
二
斤
、
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二
号
船
船
主
へ
昆
布
一
一
一
万
斤
を
懸
け
渡
し
、
「
館
屋
内
唐
人
」
（
冊
封
正
副
使
等
）
か
ら
は
昆
布
八
、
一
一
○
○
斤
程
、
干
藻
一
一
、
一
○
○

斤
程
の
購
入
希
望
が
あ
り
、
売
却
を
許
可
し
て
い
る
。
以
後
、
縮
緬
海
鼠
や
鞄
等
の
購
入
が
行
わ
れ
、
十
月
一
一
十
一
一
日
ま
で
に
中
国
人

<表９〉

ら
へ
す
べ
て
引
き
渡
し
て
い
る
。
中
国
人

ら
が
購
入
し
た
海
産
物
は
少
な
く
と
も
以

下
に
示
す
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。

昆
布
Ⅱ
七
万
七
、
五
二
一
斤
余
、
干
藻

Ⅱ
一
一
一
万
七
、
三
九
二
斤
余
、
琉
艤
鰭
Ⅱ
二
、

一
九
三
斤
余
、
和
艤
鰭
Ⅱ
六
、
一
○
○
斤

余
、
海
鼠
類
Ⅱ
七
、
四
七
九
斤
余
、
鞄
Ⅱ

一
六
八
斤
、
帆
立
貝
Ⅱ
三
○
四
斤
、
飛
び

烏
賊
Ⅱ
二
○
斤
、
で
あ
っ
た
（
十
月
十

五
日
ｌ
同
二
十
一
日
条
）
。
合
計
す
る
と

冠
船
船
主
・
冊
封
使
節
一
行
全
体
で
、
一

三
万
一
、
二
六
七
斤
余
に
の
ぼ
る
大
量
の

海
産
物
を
鱗
入
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
交
渉
で
は
冠
船
側
（
中
国
人
一
行
）

が
今
度
は
購
入
す
る
側
に
ま
わ
る
た
め
、

当
然
低
価
格
で
購
入
し
よ
う
と
図
っ
て
い
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以
上
、
同
怡
五
年
（
一
八
六
六
）
に
お
け
る
冠
船
貿
易
を
め
ぐ
っ
て
、
準
備
過
程
お
よ
び
交
易
の
交
渉
過
程
を
い
く
つ
か
の
視
角
か

ら
分
析
し
た
。
冠
船
受
け
入
れ
前
の
首
里
王
府
の
薩
摩
お
よ
び
福
州
対
策
の
あ
り
方
や
、
評
価
貿
易
で
の
断
続
的
か
つ
一
進
一
退
の
価

格
交
渉
に
は
、
冒
頭
で
示
し
た
よ
う
に
政
治
外
交
の
論
理
が
様
々
な
局
面
で
現
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
旧
来
の
見
解
で
は
そ
の

よ
う
な
視
点
は
欠
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
喜
舎
場
一
隆
氏
は
、
評
価
物
を
「
琉
球
国
で
は
少
し
で
も
高
値

で
購
入
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
た
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
琉
球
側
の
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
渡
海
人
役
等
が
各
人
各
様
に
所

持
し
て
き
た
物
を
そ
の
ま
ま
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
や
、
ま
た
少
し
で
も
高
値
で
引
き
取
る
こ
と
が
一
種
の
謝
礼
と
考

（
漣
）

え
て
い
た
慣
行
」
と
す
る
見
解
は
、
少
な
く
と
も
同
治
五
年
の
「
寅
の
冠
船
」
に
は
全
く
当
て
は
ま
ら
な
い
。
事
前
の
福
州
交
渉
な
ど

が
、
そ
れ
以
前
の
冊
封
使
渡
来
時
に
も
展
開
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
「
寅
の
冠
船
」
時
の
評
価
貿
易
の
交
渉
形
態
は
、

そ
れ
以
前
に
遡
る
可
能
性
は
極
め
て
高
い
と
言
え
よ
う
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
琉
球
側
は
価
格
交
渉
に
お
い
て
冠
船

側
の
交
易
品
に
対
し
て
価
格
を
抑
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
｜
方
、
琉
球
側
か
ら
の
売
却
商
品
に
は
価
格
を
引
き
下
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に

努
力
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
。
そ
れ
に
対
し
て
王
府
側
（
評
価
方
）
は
少
し
で
も
価
格
を
引
き
下
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
対
処
し
て
い
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ

の
結
果
は
王
府
側
に
と
っ
て
思
わ
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
冊
封
使
節
一
行
が
持
ち
込
む
薬
種
類
は
、
琉
球
側
が
通
常
の
進
貢
貿
易
時
に
福
州
で
脳
入
す
る
も
の
と
あ
る
程
度
共
通
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
冠
船
側
が
購
入
す
る
昆
布
・
海
鼠
等
の
海
産
物
は
、
琉
球
の
進
貢
船
・
接
貢
船
・
護
送
船
等
が
福
州
に
持
ち
込
む
交

お
わ
り
に
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易
品
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
・
こ
の
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
、
冊
封
使
一
行
が
琉
球
で
行
う
冠
船
貿
易
と
い
う
交
易
形
態
は
、
福
州
を
那
覇

と
い
う
場
に
置
き
換
え
た
進
貢
貿
易
の
一
変
種
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
冠
船
貿
易
は
通
常
の
商
業
の
論
理
に
よ
る
交
易
と
は
異
な
り
、
冊
封
と
い
う
政
治
外
交
の
要
素
と
論
理
が
強
く
作

用
し
て
い
た
。
福
州
相
場
を
基
準
と
す
る
な
ど
、
商
業
の
論
理
を
機
軸
と
し
て
王
府
側
は
交
渉
に
臨
み
努
力
し
て
い
た
が
、
最
終
的
場

面
で
は
政
治
的
配
慮
に
よ
っ
て
価
格
を
高
下
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
「
加
弐
」
と
い
う
一
一
割
増
し
の
慣
例
を
適
応
し
て
譲
歩
す
る
な
ど
、

政
治
外
交
の
論
理
が
優
先
す
る
複
雑
な
交
易
形
態
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
冠
船
貿
易
の
特
徴
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

（
１
）
喜
舎
場
一
隆
「
近
世
琉
球
に
お
け
る
受
動
的
貿
易
」
（
同
『
近
世
薩
琉
関
係
史
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
一
一
一
年
、
「
第
四
章
冠
船
貿
易
の
実

態
」
と
し
て
収
録
。
初
出
一
九
七
一
一
年
）
。

（
２
）
徐
玉
虎
「
『
冠
船
之
時
唐
人
持
来
品
貨
物
録
』
之
分
析
」
（
『
第
一
届
中
琉
歴
史
関
係
国
際
学
術
会
議
論
文
集
』
中
琉
文
化
経
済
協
会
出
版
、
一
九
八

（
３
）
朱
徳
蘭
「
一
八
一
一
一
八
年
輿
一
八
六
六
年
的
封
舟
貿
易
」
（
『
第
三
届
中
琉
歴
史
関
係
国
際
学
術
会
議
論
文
集
』
中
流
文
化
経
済
協
会
出
版
、
一
九
九
一
年
）
。

（
４
）
愈
玉
儲
「
一
一
一
た
び
清
代
の
中
国
と
琉
球
の
貿
易
を
論
ず
１
冊
封
の
過
程
で
展
開
す
る
貿
易
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
第
一
一
一
回
琉
球
・
中
国
交
渉
史
に
関
す

る
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
六
年
）
。

（
５
）
孫
蔽
「
道
光
十
八
年
（
一
八
三
八
）
琉
球
国
尚
育
へ
の
冊
封
実
態
の
一
側
面
」
（
『
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三
九
号
、
一
九
九
七
年
）
。

七
年
）
。

戸

註
一
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（
６
）
謝
必
震
「
琉
球
『
冠
船
に
付
評
价
方
日
記
』
的
史
料
价
値
」
（
『
海
交
史
研
究
』
’
九
九
九
年
第
一
期
）
。

（
７
）
「
冠
船
一
一
付
評
価
方
日
記
」
同
治
一
一
一
年
一
一
一
月
一
一
一
日
条
（
台
湾
大
学
蔵
、
写
本
、
以
下
「
評
価
方
日
記
」
と
略
す
）
。
ま
た
、
本
文
で
日
付
を
括

弧
で
括
っ
た
も
の
は
、
「
評
価
方
日
記
」
に
よ
る
。
「
評
価
方
日
記
」
は
、
同
拾
五
年
の
冊
封
時
に
お
け
る
評
価
貿
易
を
知
る
上
で
の
基
本
文
書

で
あ
り
、
以
下
の
一
一
一
分
冊
か
ら
な
っ
て
い
る
。

第
一
冊
「
同
拾
一
一
一
年
三
月
よ
り
同
四
年
十
一
一
月
迄
」
。

第
二
冊
「
同
拾
五
年
八
月
十
日
よ
り
同
拾
六
年
一
一
月
迄
」
。

第
一
一
一
冊
「
同
拾
五
年
十
二
月
五
日
よ
り
同
拾
六
年
一
一
月
迄
」
。

（
８
）
「
評
価
方
日
記
」
道
光
十
八
年
五
月
一
百
条
。

（
９
）
「
同
右
」
同
拾
三
年
八
月
朔
日
条
。

（
、
）
「
同
右
」
同
拾
三
年
八
月
朔
日
条
。

（
ｕ
）
「
同
右
」
同
拾
四
年
閏
五
月
十
六
日
条
。

（
皿
）
「
同
右
」
同
拾
四
年
六
月
十
日
条
。

（
田
）
ス
ペ
ィ
ソ
ド
ル
。
洋
銀
に
つ
い
て
は
、
百
瀬
宏
「
清
代
に
於
け
る
西
班
牙
弗
の
流
通
」
〈
『
社
会
経
済
史
学
』
第
六
巻
第
二
号
’
第
四
号
、
一
九

一
一
一
六
年
）
、
増
井
隆
夫
『
中
国
の
銀
と
商
人
』
（
研
文
出
版
、
一
九
八
六
年
）
等
、
参
照
。

（
ｕ
）
「
評
価
方
日
記
」
同
拾
四
年
二
月
二
一
日
条
。

（
咀
）
「
同
右
」
同
治
四
年
七
月
九
日
条
。

（
頤
）
「
陳
姓
家
譜
」
三
世
其
湘
の
項
（
『
那
覇
市
史
資
料
篇
第
一
巻
六
家
譜
資
料
二
』
四
七
一
頁
、
一
九
八
○
年
）
・

（
Ⅳ
）
「
勅
使
御
迎
大
夫
真
栄
里
親
方
日
記
」
（
早
稲
田
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
。
な
お
、
同
日
記
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
〔
史
料
紹
介
〕
勅
使
御
迎
大
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へ戸豈へ￣、へデー戸凸、

２３２２２１２０１９１８
～ず－－－，－ン、－＝、－

声～￣、￣、戸へ￣、￣、￣、

3０２９２８２７２６２５２４
－￣～〆－－戸￣ン、－￣

（
空
註
（
５
）
孫
論
文
、
参
照
。

（
辺
中
国
当
局
が
、
冊
封
使
節
一
行
に
よ
る
貿
易
活
動
を
規
制
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
陳
大
端
（
真
栄
平
房
昭
訳
）
「
滑
代
に
お
け
る
琉
球
国
王

の
冊
封
」
（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
第
一
一
一
一
一
一
号
、
一
九
八
八
年
）
、
お
よ
び
註
（
５
）
孫
論
文
、
参
照
。

（
型
「
冠
船
付
評
価
買
立
帳
」
（
『
琉
球
冠
船
記
録
四
』
慶
応
二
年
）
。

（
犯
）
註
（
１
）
喜
舎
場
論
文
、
六
一
一
一
八
’
九
頁
。

○
年
）
。

夫
真
栄
里
親
方
日
記
に
つ
い
て
」
〈
『
歴
代
宝
案
研
究
』
第
一
一
一
・
四
合
併
号
、
一
九
九
一
一
一
年
）
と
し
て
全
文
翻
刻
と
簡
単
な
内
容
紹
介
を
行
っ
た
。

「
評
価
方
日
記
」
同
治
一
一
一
年
四
月
五
日
条
。

「
同
右
」
同
治
三
年
四
月
二
五
日
条
。

「
同
右
」
同
治
三
年
一
一
一
月
二
五
日
条
。

「
同
右
」
同
治
三
年
四
月
二
五
日
条
。

「
同
右
」
同
治
四
年
三
月
一
一
八
日
条
。

例
え
ば
、
島
袋
全
発
『
那
覇
変
遷
記
』
中
の
「
冠
船
前
の
那
覇
」
項
〈
沖
綱
ク
イ
ム
ス
社
、
三
八
’
四
一
一
頁
、
一
九
七
八
年
復
刊
、
初
出
一
九
一
一
一

註
（
７
）
二

「
同
右
」
官

「
同
右
」
團

註
（
妬
）
同
。

「
冠
船
付
日
帳
」
（
『
琉
球
冠
船
記
録
六
』
慶
応
一
一
年
）
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
。

壁
７
）
「
評
価
方
日
記
」
に
よ
る
。

「
同
右
」
同
治
五
年
八
月
十
一
日
条
。

「
同
右
」
同
拾
五
年
八
月
十
四
日
条
、
世
子
尚
泰
宛
冊
封
使
客
文
。
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本
稿
は
、
以
前
に
発
表
し
た
拙
稿
「
冠
船
貿
易
に
つ
い
て
の
一
考
察
ｌ
準
備
態
勢
を
中
心
に
ｌ
」
（
『
第
三
届
中
琉
歴
史
関
係
国
際
学
術
会
議
論
文
集
』

中
琉
文
化
経
済
協
会
出
版
、
一
九
九
一
年
）
、
「
［
史
料
紹
介
］
勅
使
御
迎
大
夫
真
栄
里
親
方
日
記
に
つ
い
て
」
（
『
歴
代
宝
案
研
究
』
第
一
一
一
・
四
合
併

号
、
一
九
九
一
一
一
年
）
の
「
解
題
」
部
分
の
一
部
、
そ
し
て
「
琉
球
国
に
お
け
る
冠
船
貿
易
に
つ
い
て
ｌ
同
拾
五
年
（
’
八
六
六
）
の
交
渉
過
程
を
中
心
に

ｌ
」
（
第
六
届
中
流
歴
史
関
係
学
術
会
議
時
〈
一
九
九
六
年
、
於
北
京
〉
の
発
表
、
未
刊
行
）
を
も
と
に
大
幅
に
改
稿
・
増
補
を
加
え
て
、
一
つ
の
論
考
に

編
み
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
筆
者
の
冠
船
貿
易
に
関
す
る
見
解
は
本
稿
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

付
記
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